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 開 議 

○議長（美野勝男）    皆さん、おはようございます。 

  これから、本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（美野勝男）    それでは、日程に入ります。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（美野勝男）    日程第１、一般質問を行います。 

  質問者は、一つの項目の質問を終了し、次の質問事項に入る場合は、質問の区切りが

明確になるように、次は何々について質問しますと発言願います。 

  なお、議長の許可を得て通告項目の順を変更することができます。 

  一問一答方式により、質問時間は４０分です。 

  一般質問の通告は１０人です。 

  本日は６人の登壇を予定しています。 

  それでは、順番に発言を許します。 

  ３番、桐山尚己議員。 

（３番 桐山尚己 登壇） 

○３番（桐山尚己）    おはようございます。２点質問いたします。 

  １点目は、樫河池下の太陽光発電事業計画についてであります。 

  当該の太陽光発電事業計画については、様々な問題点が認識、指摘される中、これま

で複数の紀美野町議会議員が一般質問で取り上げてきました。令和５年９月定例会の一

般質問にて、本件に関しては、条例に基づき必要に応じて事業者に指導、助言、勧告を

行うという行政当局の基本姿勢を確認いたしましたが、現状この基本姿勢は守られてい

るのかの確認をさせていただきたいと思います。 

  事業者は、一部住民への回覧文書にて、工事期間を２０２３年１０月２３日月曜日か

ら同１２月下旬頃というふうに通知してきていますが、現状はどうなっているのでしょ

うか。 

  ２点目は、指定管理者の指定についてであります。 

  今般の令和５年第４回定例会において、美里の湯かじか荘、毛原オートキャンプ場及
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び山の家おいしの指定管理者をそれぞれ指定する議案が上程されておりますが、それぞ

れの指定管理者をどのような経緯で選定するに至ったのでしょうか。その選定方法が適

切であったのかどうか確認したいと思います。 

  また、美里の湯かじか荘、毛原オートキャンプ場に関しては、新たな指定管理者を指

定したいとのことでありますが、指定管理者が交代する際には様々な課題や問題が発生

することが予測されます。この点に関して当局はどのように認識されているのか。また

どのように対応していくおつもりであるのかを確認させていただきたいと思います。 

（３番 桐山尚己 降壇） 

○議長（美野勝男）    それでは、桐山尚己議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

  東浦住民課長。 

（住民課長 東浦功三 登壇） 

○住民課長（東浦功三）    おはようございます。 

  それでは私のほうから、桐山議員の１問目の太陽光発電についての御質問にお答えい

たします。 

  令和４年１月に再生可能エネルギー発電設備と地域環境との調和に関する条例を施行

しています。この条例には、第１７条には指導及び助言、第１８条には勧告についての

条項を定めておりまして、条例の範囲において指導、助言、勧告を行うことについての

基本姿勢に変わりはございません。 

  樫河池下の太陽光発電においては、１１月１３日に事業者により実施されたＳＷＳ試

験についても法令による定めはないものの、町からの指導、助言に事業者が応じたもの

と理解をしております。 

  また、樫河池下太陽光発電の現状については、動木４６７番地１、動木３３２番地１、

動木３２９番地１、動木３３０及び３３１の１の４区画は、１０月２３日に工事着手届

がされております。動木３３４番地及び３４１番地の１の区画につきましては、１１月

７日にＦＩＴの追加地番認定がなされ、同日に工事着手届が出されております。 

  現在は１１月１３日に実施した地盤調査、ＳＷＳ試験の試験データを国、メーカーが

確認し、地区に周知するための報告書を作成しているところだということを事業者から

聞いております。 

  以上、答弁といたします。 
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（住民課長 東浦功三 降壇） 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

（総務課長 坂 詳吾 登壇） 

○総務課長（坂 詳吾）    皆さん、おはようございます。 

  それでは、私のほうからは、桐山議員の２番目、指定管理者の指定についての前段の

経緯と選定方法についての御質問にお答えいたします。 

  紀美野町美里の湯かじか荘、紀美野町毛原水辺公園及び紀美野町山の家おいしの指定

管理期間が令和６年３月末で満了することに伴い、次の候補者を選定することが必要に

なりました。そのため、公募を行うとともに、候補者を選定するため、紀美野町公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び紀美野町公の施設に係る指定管理者

の候補者選定委員会設置規程に基づき、町長が候補者選定委員会に諮問を行いました。 

  委員の構成メンバーとしましては、商工会会長、観光協会会長、紀美野町まちづくり

支援補助金交付対象事業選定委員会委員長、副町長、教育長、施設を所管する担当課長

の６名で構成されています。ただし、紀美野町山の家おいしの候補者選定委員について

は、紀美野町まちづくり支援補助金交付対象事業選定委員会委員長は、申請団体の関係

者であったため、今回は辞退されたため５名の委員で構成されています。 

  候補者選定委員会は、役場本庁舎で令和５年１０月１８日に開催されました。申請書

類に基づいて、地元貢献や特色ある取組についての御提案をプレゼンテーションしてい

ただきました。 

  審査基準につきましては、平等利用の確保、効果的な達成、法律的な管理、適正かつ

確実な管理を行う能力、特色ある取組、地元貢献などの１６項目で採点を行います。各

委員がその１６項目で採点を行い、それぞれの点数の合計で申請者の順位を決める方法

を用いて、公平公正に審査を行っていただきました。その結果を１０月１９日に候補者

の選定結果として町長へ答申を行っております。これに基づき、本議会へ議案第７９号、

議案第８０号として上程をさせていただいております。今回の選定方法につきましては

適切であったと考えてございます。 

  以上、指定管理者の指定についての前段の部分の答弁とさせていただきます。 

（総務課長 坂 詳吾 降壇） 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

（企画管財課長 中前貴康 登壇） 
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○企画管財課長（中前貴康）    おはようございます。 

  続きまして、私のほうから、桐山議員の２番目の指定管理者の指定についての後段部

分の指定管理者が交代する場合には様々な課題、問題が発生することが予測される点に

ついての町の認識と対応についての御質問にお答えさせていただきます。 

  議員御指摘のとおり、指定管理者が変更となる場合には、課題や問題が発生する可能

性があろうと予想してございます。 

  当町におきましては、より一層のサービスの向上と業務の効率化を目指すために、指

定管理者制度を活用して、指定管理者を指定してございます。 

  指定管理者が変更となる場合は、施設利用者へのサービスの継続性の確保は極めて重

要であり、そのためには、引き継ぎをスムーズに実施する必要があると認識してござい

ます。 

  利用者等に不利益が生じることがないよう、現指定管理者と次期指定管理者との引き

継ぎについて、紀美野町、現指定管理者及び次期指定管理者の３者で調整を行いながら、

かじか荘、毛原オートキャンプ場の管理運営が令和６年４月１日より円滑に開始できる

よう、指定管理業務の引き継ぎに係る基本的事項等に基づき、両者が誠意をもって引き

継ぎを行うこととしてございます。 

  具体的には、管理施設の使用に関することや業務委託に関すること、運営に必要な物

品などの運営管理業務に関すること、施設・設備の点検などの維持管理業務に関するこ

と、異常気象時の対応などの資料を作成し、引き継ぎに係る協議を行い、利用者等に不

利益が生じることがないように、３者が調整しながら引き継ぎを進めてまいりたいと考

えておりますので御理解賜りますようお願いいたします。 

  以上、簡単ではございますが、答弁とさせていただきます。 

（企画管財課長 中前貴康 降壇） 

○議長（美野勝男）    以上で、１回目の答弁が終わりました。 

  これより自席で起立して、質問、答弁をしてください。 

  ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    では、まず１番目の樫河池下の太陽光発電事業計画について

再質問いたします。 

  先ほどの御説明ではＳＷＳ試験が行われて、それに対して今、試験データ等を収集し

ているというような御答弁だったかと思いますが、最初に役場のほうに事業者のほうか
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らは、ボーリング調査を行うというふうに連絡があったというふうに聞いております。

これがＳＷＳ試験に変更されている。この訂正及び変更理由について役場のほうに連絡

はあったのでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    桐山議員の再質問にお答えいたします。 

  役場のほうも施工業者のほうから１１月１３日にボーリング調査を行いたいというお

話をいただきました。私もボーリング調査、標準貫入試験のことだと私も思っておった

のですが、実は、当日１３日聞いてみますと、ボーリング調査ではなくスクリューウエ

イト貫入試験、いわゆるＳＷＳ試験と。地盤調査の業者に委託をしてそれを実施をして

いるというお話をそのとき私も聞いたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    今の課長の御答弁からするとですね、こちらのほうから、役

場のほうから確認をした結果、別の試験方法でやるというふうな回答があったというふ

うに私には聞こえたんですが、先方からあらかじめこういう形で訂正します、こういう

理由で訂正しますというような連絡はなかったのでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    そのようなお話はございませんでした。事業者、施工業

者のほうが地盤調査会社から、施工業者のほうも多分間違っておったのかもしれません

が、そこら辺は聞いてはおりませんが、施工業者のほうから、当日、ボーリングではな

くＳＷＳ試験を行っていますというお話をそのとき聞いたところでございます。以前に

ＳＷＳ試験に変えますというお話はありませんでした。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    再度お伺いいたしますが、変更の理由についての説明はあっ

たんでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    私もボーリング調査ではないのですかというお話をさせ

ていただきましたが、ボーリング調査ではなく、地盤調査会社の助言といいますか、お

話をお聞きしてＳＷＳ試験になりましたというお話は聞きました。それは当日のお話で
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す。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    通常ですね、世間一般の常識では事前通告で、こういう形で

調査を行いますというふうに通告してきた内容が変更をされるのであれば、しっかりと

その変更の旨を通知する。さらには、変更の理由を通知するというのが当然であると思

います。それについて当局の考えはいかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前 ９時１８分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時１９分） 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    私どもも施工業者の担当者のほうからそういう話を聞き、

ボーリング調査という話で聞いておったんですが、それについてＳＷＳ試験に変えると

いいますか、ＳＷＳ試験をするっていうことに対して、それについては事業者の判断に

よってその試験にしたんだと私は考えてます。それについて、ＳＷＳ試験において、強

度等確認ちゃんとできるんですかという話を聞きました。できるというお話でありまし

たということでございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    住民課長もよく御承知のとおり、本件に関しては、ずっと地

域住民と事業者の間でいろんな情報及び見解のそごといいますか、こういうふうに聞い

てたけど違うじゃないかと、話が違うじゃないかというようなことが数多く出てきてる

わけであります。そういう中でこういう試験が行われるよということで通知があった。

それに対して通知とは違うことが行われたということは、住民にとってですね、その事

業者に対する信頼性がさらに失墜するようなことなんですよ。話が違うじゃないかと。

これまでいっぱいそういうことがあったという中で、またかということになるわけです
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ね。そういうこれまでの経緯、両者の間である意味見解の相違なりというものがあると

いう中で、やはり行政としてはその辺りはしっかりと御確認いただく必要があったんで

はないでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    ＳＷＳ試験とボーリング調査、方法は違いますけれども、

どちらも強度、地盤の状態を把握するための試験でございます。それにおいて、私ども

もボーリング調査ということでお聞きしておったのですが、それについてボーリング調

査ではなくＳＷＳ試験を選択して試験を行ったというのは事業者の判断で行うものでご

ざいますので、それについてなぜ変えたのかとかという話については、調査を委託する

業者とお話をしてその試験をいたしますっていうことで、事業者の判断でそれはやった

ものであると。そういうふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    課長、何度も言いますけれども、住民はですね、事業者に対

して不信感を抱いてるわけですよ。今まで話が違うじゃないかということが何度もあっ

た。そういう中でまた今回も話が違った。どうやってこの事業者のことを信用できるん

ですかね。信用できますか、行政のほうは。執行部としては信用できますか。こういう

ころころ話が変わる相手のことを。いかがですか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    桐山議員の御質問にお答えをいたします。 

  議員言われるように、過去からはいろいろ情報の食い違い、見解の相違があったとい

うことも承知してます。町とすれば条例に基づき指導は続けてきております。今回のＳ

ＷＳ地盤調査の実施についても、当初ですかね、途中では事業者は着工の工事の段階で

っていうようなお話も聞いておりましたけれども、我々の指導によって草を刈りました、

工事に入るまでの間で地盤調査をするということで、１１月１３日にされたということ

であります。 

  ただ大事なのは、その調査結果で地盤の強度がどうであるかとかっていうことは大変

大事なところであると認識しております。ボーリング調査というお話であったのがＳＷ

Ｓ試験ということによって、やり方が変わったっていうのは、それはなぜかっていうの

は我々は認識しておりませんけれども、その方法によって地盤の状況、強度を確認して、
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それに基づいて進めていくと。その強度の出方によって工事のやり方も当然変わるかも

分かりません。ですからそこらについては事業者の判断に任せるということになるかと

思っております。 

  議員言われるように、信用できるか、信用できないかと言われたときに、我々は事業

者から届出をいただきました。事業者に対しては住民の方としっかり説明して理解を求

めてくださいというようなスタンスで来ておりますし、今のこの件については町として

も同じかなという、そういった疑問はありますけれども、それは、先ほど課長が業者に

確認したとおり、これで強度が確認できるということで、そういうお答えでありました

ので、じゃあそれでいいのかなというふうに理解をしてると、そういうことであります。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    何度も申し上げますが、住民から不信感を抱かれてる中で、

再度こういうことが起こると、もう本当に相互の信頼関係がもう全くなくなって、事業

がスムーズに進まなくなると思いますよ、私は。 

  工事の期間についてですね、１１月１３日のＳＷＳ試験の結果がまだ３週間たつけれ

ども出てきていないと、いつになったら出てくるんだという話ですよね。この工程表か

らも大幅にずれてきてるわけですよ。その辺りの見通しについては、事業者から何か連

絡は入ってますか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    工程についてですが、私も先週ですが、２週間たちます

が結果は出ましたかということでこちらのほうから連絡しました。まだ出ていないと、

先ほど答弁で申したとおり、報告書をメーカーで作ってもらっているところですという

ことで聞いております。その結果が出次第その結果について地区の皆さんに周知をする

ことにしておると。工期については、１２月下旬ぐらいというふうに工期を設定してお

るようでしたが、それについてそのとおり着手届が出てきたときに、工程に変更が出て

くるようであればまた随時周知をしていくというお話を聞いております。まだちゃんと

した、きっちりした、いつまでに完成するとか何日に着工するとか、そういったお話は

事業者のほうからはまだ聞いておりません。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    １１月２２日に関西電力サービスの担当者が当該事業地の隣
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接地主を訪問されたようです。これはですね、当該太陽光発電施設からの電力引き込み

のために隣接地主の土地の上に電線を通させてほしいということで来られたようですが、

隣接地主はこれまでの経緯を説明して、事業者に対して全く信頼感がない中で、いきな

りそんなことを言われても困る、受け入れられないということでお断りしたそうです。

詳しくその際に経緯に関しても御説明をされたそうですが、その際の関西電力サービス

の担当者の反応は、こんな内容とは思っていなかったと。思っていた以上にひどいと。

地元にちゃんとした説明もしていないのによく進めているなというふうに思うというこ

とでした。さらに、法律に違反しなかったらそれで大丈夫なのかというふうに思う。反

対をしている方がいるのにそのまま進めようとしているのはよく訳が分からないと。ま

ず最初に話をするのは隣接地主のはずだと。だから、自分はこうして今日隣接地主のあ

なたのところにお願いに来たんですよというふうにおっしゃっていたそうです。この隣

接地主の方は、絶滅危惧種のニホンアカガエルが当該の事業計画地で見つかったたこと

であるとか、そういったことも御説明をされたようで、関西電力サービスの担当者は、

社内でこういった情報をしっかりと共有すると。その上で事業者にも話をするというふ

うに言って帰られたそうです。 

  この訪問、１１月２２日から約１週間後ですね。隣接地主宛てに事業者側の代理人の

弁護士から１１月２９日付で通知書というものが送られてきたそうです。内容を一部ち

ょっと抜粋をいたします。 

  「貴殿から長期にわたり主張された意見、主張等に関し、法的観点からの合理性の有

無については、関係部署並びに事業関係者の方々より事実確認をしている次第であり、

事業主側が被った経済活動への遅延による損失についても検証中です。」というような

ことが書かれております。まるで先方が被害者で隣接地主が加害者のような口ぶりなの

かなというふうに私はこういう印象を受けました。私の印象です。さらには、「もし妨

害活動等されるなら刑事告訴することも考えざるを得ません」というようなことも書か

れております。 

  隣接の地主に対して一方的にこのような内容の通知文書を送りつけてくるというのは

いかがなものかと。これまでは事業者の誠実な対応、説明を求めてきたものの、満足の

いく回答なり、対応が得られなかった隣接地主の方としては、全く理解不能で極めて遺

憾であるというふうにおっしゃっています。 

  関連の条例施行規則第３条に近隣住民ということで定義がございますが、その第１番
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目、筆頭にですね、「事業区域に隣接する土地、または当該土地に存する建設物の所有

権、借地権、使用貸借による権利または賃借権を有するもの」という定義がございます。

筆頭に来てるものですね、定義されているもの。これはつまり隣接地主のことでありま

す。この隣接地主に対してまず最初に説明責任を果たすべきだというふうに関西電力サ

ービスの担当者もおっしゃってるわけですよね。当然のことだと思います。同様の認識

を当局もお持ちでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    桐山議員の御質問にお答えいたします。 

  隣接地主さんにつきましては規則でもそのようにうたっております。隣接地主さんも

含めて地区に対して説明をして、理解を得る努力をしてくださいというスタンスに変わ

りはありません。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    条例施行規則第５条の２にはですね、「前項の規定による説

明のほか、事業者は、近隣住民より疑義が生じたときは、自らの責任において誠実に対

応しなければならない」とあります。このような通告文を送りつけてくることは誠実な

対応といえるのでしょうか。当局の見解を問います。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    ただいま議員から個人への通知書が出されてるということを

お伺いをいたしました。それと条例との関係の御質問であったかと思いますが、事業者

から特定の個人に対してどういう意図でそういうものが送られたっていうのは、ちょっ

と私どもも承知してないところであります。その内容については見たことがございませ

んので、ただ通知書が来たということは聞いておりますが、内容とか意図とかっていう

ことについては、それは全く承知してないということもございますし、行政とすれば、

事業者が特定の個人に対してそういうものが発せられたということに関しては、これは

ちょっと関与できないものかなというふうな認識はあります。 

  もともとこの条例に基づいて事業者に対しては、地域の皆さん、地域という、そうい

う地域の皆さんにということで指導をしているものでありますので、その中で、今言う

てる特定の個人に対してっていうことに対しては関与できないかなと、そういうふうに

考えておるものでございます。 
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  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    先ほど確認をしましたが、近隣住民という定義の筆頭に隣接

地主が来るわけですよ。個人であっても、どういう形であっても、その隣接地主、最も

説明責任を果たすべき相手に対してこのような対応をされているということは、非常に

私は問題だと思いますよ。 

  条例の第６条の２にですね、事業者は、近隣住民の生活環境への影響について十分に

配慮し、事業について理解を得られるよう努めるとともに、紛争・被害等が生じたとき

は、自らの責任と負担において解決しなければならないとあります。このような通告文

を送りつけてくるということは紛争になっているというふうに理解してもいいんじゃな

いかと思いますね。そうであれば、これは大変大きな問題であって、町としても、これ

は事業主が解決する問題ですというようなことで傍観してるわけにいかないと思います。

しっかりと説明責任を、先ほども申し上げましたけれども、施行規則の別の条項にもあ

るように説明責任を果たして、さらには、疑義が生じたときの対応についても誠実に行

わなければならないというふうにあるわけですね。住民との間でこういった紛争めいた

ことが起こらないように、これ以上のことが進展しないように、町としてもしっかりと

御指導いただく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    先ほどの通知書の件については、どういう意図で、どう

いう判断で、事業者が個人さんにお送りしたのかっていうのは、私どもも分かりません。

ですが条例にあるように、それと近隣住民さんに説明をし、理解を得る努力をしてくだ

さいねっていうのは、それは継続して言っていくべき、事業者に対して指導、助言をし

ていくべきことだと考えます。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    この通知書に関しては、埴谷議員のほうから住民課長のほう

に提出をされようとしたらしいですけれども、受け取りを拒否されたというふうにお伺

いしています。これはどうしてでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    確かに埴谷議員のほうからその通知書について提示をさ
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れました。事業者から個人さんへ送られたものでございますので、その事柄について町

がどうこう、理由も分からない中どうこう言えるものでもございませんし、先ほど町長

も申しましたが、事業者と個人さんのお話でございますので、それについて受け取ると

いうことは好ましくないということで、私は受け取らなかったということでございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    あくまでも民民ということで町は関与しませんということな

のかもしれませんけれども、ことここに至ってこういうものが送りつけられてきている

現状に鑑みればですよ、先ほども申し上げましたが、町がしっかりと関与していって、

調整をしていって、これ以上おかしなことにならないように指導していくべきではない

かというふうに私は思いますが、再度その点について確認させてください。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    議員が言われる特定の個人に対して送られた通知書に対して

町は関与していくべきじゃないのかっていう御質問であったかと思います。 

  先ほど申し上げたように、事業者から個人に出されたものに対して町として関与でき

ないものと考えております。直接それに対しては関与できないものと考えております。 

  しかしながら、議員言われるように、では何らかの方法とかってのはないのかってい

うことであろうかと思ってます。これについては、私ども町の顧問弁護士もいらっしゃ

いますので、少しその辺りもう一回弁護士にも相談して、町としてできることはあるか

ないかっていう辺りについては一度相談してみたいと思います。 

  決して、町民のことですから、町とすれば知りませんっていうことではありません。

そういう気持ちはありません。ですから、町として本当にできることがあるんかないか

っていう辺りについては、一度顧問弁護士に相談したいと、このように思ってます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    しっかりとその辺りは顧問弁護士の見解も伺った上で、ぜひ

住民による寄り添うという姿勢もしっかりと見せていただきながら進めていっていただ

きたいというふうに思います。 

  本件に関してはいろんな情報が飛び回っておりますが、住民の見解と事業者の見解と

全く違うところが数多くあるわけですね。ですから、前回の一般質問でも申し上げまし
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たが、調査委員会なり、そういった大げさなものじゃなくてもいいんですけれども、住

民と一緒にですね、これまでの経緯を詳細に振り返って確認、検証していく必要がある

んではないかというふうに私は思うわけでありますが、その辺りについてはいかがでし

ょうか。 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前 ９時４８分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時５０分） 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    調査委員会の件については、前回９月の議会でも桐山議

員のほうから御提案いただいておりますが、そのときも町長から御答弁させていただい

ておりますが、住民の皆さんの安全を脅かすことのないように、こういうことが大前提

でございますので、今ある条例に則して適正に運用して対応してまいりたいという９月

の答弁のとおりで、条例に即して適切に進めてまいりたいと、こういう気持ちでおりま

すので、皆様からのいろんな御助言っていうのをいただいて、御協力いただけますよう

にということでよろしくお願いしたい。その答弁、もう一度ここで同じことの繰り返し

になりますが答弁とさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    情報というものは待っていても入ってこないんですよ、しっ

かりと取りに行かないと。そういう姿勢でぜひやっていただきたいというふうに思うわ

けであります。 

  では、次に、指定管理者の選定について再質問いたします。 

  先ほどかじか荘、便宜上もう簡単にかじか荘と山の家おいしという形で言わせていた

だきますが、かじか荘と山の家おいしの選定メンバーをお伺いしましたが、それぞれの

選定委員会の委員長、副委員長はどなたであったんでしょうか。 

○議長（美野勝男）    細峪副町長。 
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○副町長（細峪康則）    私が委員長で、そして商工会長が副委員長でございました。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    それは二つの選定委員会両方ともそうだという、そういう理

解でよろしゅうございますか。 

○議長（美野勝男）    細峪副町長。 

○副町長（細峪康則）    山の家おいしとそれからかじか荘、この二つの案件に対し

て同じ委員長と副委員長でございました。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    かじか荘のほうに関してはですね、商工会長は、今回、選定

委員によって選定された自然の世界社の関係会社の役員、具体的に言うと理事ですね、

理事を直前まで務めておられたというふうに聞いておりますが、これは事実でしょうか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    桐山議員の御質問にお答えいたします。 

  商工会長なんですが、商工会長につきましては今回の選定会社の関係の法人、関係っ

て直接の関係ではございませんけども、その理事になっていた経緯はございますが、７

月３１日に本人がその理事を辞任しております。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    ７月３１日に辞任をされたということでありますが、どのぐ

らいの期間理事をされていたわけでしょうか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    その法人に在籍している期間っていうのはちょっとこち

らでは把握はできてございません。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    今般、指定管理者を選ぶに際して、そういう直前まで関係の

会社、当該の候補会社の関係の会社、具体的に言うと代表者が同じという、そういう会

社の理事をされてた方が選定委員に入っていたと。選定委員に入っていたのはそうなん

ですが、そういう理事をされていたという認識を執行部のほうでは持っていらっしゃっ

たんでしょうか。 
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○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    その時点ではそういう認識はございませんでした。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    そのようなある意味深い関係にあった方が直前まで理事をさ

れていた。選定時にはもう既にお辞めになっていたということでありますが、そういう

関係にあった方が副委員長をされて実際の選定に関わられたということは、これについ

ては問題がなかったというふうに言われるわけですか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    選定の妥当性につきましては、一応こちらもその後で知

ったことでもありましたので、一応弁護士さんにも相談させていただきまして、法的と

かそういうことに関しては特に問題はないという回答を得ております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    法的に問題がなければいいのかと。先ほどの太陽光発電のと

ころでも同じようなことが出てまいりましたが、法を犯してなければいいのかというこ

ともいえると思います。 

  例えばですよ、ある訴訟案件があって裁判官が３人いました。そのうちの１人が原告

あるいは被告の関係者であったと、婚姻関係にあったと、直前まで。でも、その裁判の

ときにはもう婚姻関係を解消していたので問題がないでしょうというふうに言われたと

きに、国民や、さらに言えば原告あるいは被告は納得するんでしょうかね。そういうこ

とは絶対やらないはずだというふうに私は理解するんですが、それと同じようなことが

今回起こったというふうにいえると思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    今、桐山議員がおっしゃられた例えなんですけども、や

っぱり今回の事案とはちょっと乖離する部分もありますので、なかなかそれについての

答弁というのはちょっと私のほうからは控えさせていただきたいと思います。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    こういう選定というのはですね、法的に問題があるかないか

ということももちろんそうですが、それ以外に関係者、あるいは今回であれば町民の皆



－１８－ 

さん含めて、我々が疑問の余地を挟むことのできないような、そういう状況、環境をし

っかりと確保して行われるべきではないかというふうに私は思いますが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    お答えをさせていただきます。 

  選定委員会の選定方法であるとかその結果であるとかっていうことは先ほど総務課長

が答弁させていただいて、その最終的な結果を私もいただきました。それは、まずかじ

か荘について６人の選定委員の一人一人の採点、そういったものの合計によって順位が

決められたということで、それを報告いただいて、それを基に今回の議案を上程させて

いただいたところであります。その後において、議員が先ほども言われたように、ある

委員の方が関連会社の理事をしていたっていうことを初めてそこで知りました。詳しく

調べてくださいっていうことでしたときに、７月に辞任届けを出して９月にはその辞任

が認められておりますということで、１０月の採点時には、その時点ではもう関係が終

わってるっていうことはあるんですが、議員が言われているように、合法的であれば道

義的なとかそういったことは関係ないのかっていう御質問であったかと思います。まず

は合法的かどうかっていうのは一番大切なところであるという認識しております。です

からその点を顧問弁護士に確認してくださいねっていうことを指示して、弁護士の答え

は、それは法的には大丈夫ですよっていうことを受けました。法的に受けたということ

で、我々は法に基づいて仕事をさせていただいているものでありますので、まずは一番

大事なそれであるというふうに認識をしてました。 

  もう一つは、６人のそれぞれの採点、それの合計に基づいて順位が決められるもので

ありますので、その結果を大変重視したところで、議員言われているように、確認とい

うんですよね、７月まで理事をされてたってことはどうであるのよっていうことであり

ますが、１０月の時点では、それはもう既にプレゼンも終わって、採点も終わってる段

階の話でありましたので、それは取りやめっていうことにはなりませんでした。その内

容を見た上で、これはもうこれで正しい判断であるなというふうに認識をいたしました

ので、それで議案として上程したことであります。 

  ただ委員の選定については、先ほど言ったように、商工会の会長、観光協会の会長、

これらの委員さんについては、これまでの各公の施設の指定管理における選定委員さん

にはずっとなってきていただいた方々でありますので、その選定については、決して適
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切であったというふうに、それは考えているところであります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    今町長おっしゃったように、私も各選定委員の方が厳正に選

定作業を行っていただいたというふうに思っております。ただし、やはり状況的にです

ね、本当に公平性、公正さが担保されていたのかというふうに問われれば、特にですよ、

今回同様に競って選ばれなかった側の立場に立てば、どうなんだというふうに大きな疑

問符を投げかけられても仕方がないことだと思うんですよ。 

  指定管理者制度というのは、全国各地の自治体で様々な形で行われているようですけ

れども、多くの問題を抱えているというふうに指摘をされております。 

  ここに、財団法人地方自治総合研究所、全国地方自治研究センター研究所というとこ

ろが２００８年の４月に発行した指定管理者制度の現状と今後の課題という文書がござ

います。そこの中にですね、選定委員会の項目で、「全国的に見ると応募団体と利害関

係を有する者が選定委員会の委員となっていたことから、議会で指定管理者議案が否決

されたケースもあるように、公正な選定を行うために応募団体と利害関係を有する者が

委員に入ってはならないことを条例もしくは基本方針などに明記すべきである」という

ようなことが指摘されております。これは当然だと思います。これに加えて、やはりよ

り公正、公平さを担保するために、今回のような直前まで利害関係者であった方も、や

はりそのときに限り辞退していただくというようなことも今後は考えていくべきではな

いかというふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    お答えをさせていただきます。 

  今回私たちもその事実を確認できたのはかなり遅い段階であって、これはですから今

から考えれば、それはよろしくないっていうふうに思うところもございます。 

  今議員が言われたように、委員の選任をするとしたときに、その委員に対して、今回

ですかね、指定管理に関する業務に申請する団体なり関係会社に対して利害関係がある

かないかとかっていう、そういった調査もその時点でしていきたい、このように思って

おります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 
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○３番（桐山尚己）    今回の選定、今回も今後もそうなんですけれども、今回の選

定結果については、選ばれた、選ばれなかったっていうだけではなくて、その内容、各

議員の評価であるとか評点であるとか、そういった内容を公表する、もしくは関係の候

補者に通知するというおつもりはあるんでしょうか。 

○議長（美野勝男）    休憩暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前１０時１１分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１４分） 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    お時間をお取りいただいてすみません。 

  先ほど桐山議員の御質問なんですが、この点数に関してはですね、もちろん個々に公

表するということはちょっとできませんけども、関係者の人から求められる場合の開示

はしていくということでございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    先ほどお話しました指定管理者制度の現状と今後の課題とい

うところで、公表と情報公開というところがございまして、「指定管理者候補の選定結

果の公表には、主にウェブサイトと広報紙が用いられていた。選定理由や評点を公表す

るケースも見られるが、一般的に団体名のみの公表にとどまるケースも少なくなく、中

には応募団体に対しても選定選外の理由や評点が公表されないケースもある」と。「選

定選外の理由は、当該選定の正当性や合理性を判断する上で不可欠なものであり、自治

体は、公募、非公募にかかわらず、応募団体、住民のいずれに対しても選定選外の理由

や評点を公表し、積極的に説明責任を果たすべきである」というふうに記載されており

ます。こういった点もぜひしっかりと考慮に入れていただいて、今後の課題としてどう

いうふうに、選定に関する町の対応をどういうふうにしていくかということを再度考え

ていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 
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○町長（小川裕康）    お答えをさせていただきます。 

  議員おっしゃるとおり選定の結果内容であるとか、公平性そしてまた透明性というも

のを明らかにして、そういうふうな形で進めていきたい、このように思います。 

以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    では、後段部分のかじか荘の指定管理者の交代に際して様々

な課題、問題が考えられるわけですが、その中の一つに、現在かじか荘の施設で水漏れ

が疑われる現象がもう１年近く続いているというふうに聞いております。その辺りにつ

いてはですね、現指定管理者もそうですけれども、次期指定管理者に対してもどのよう

に対応をされていくおつもりでしょうか。 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

○企画管財課長（中前貴康）    私のほうから桐山議員の御質問にお答えさせていた

だきます。 

  施設の今おっしゃっていただいた漏水、お風呂場の漏水であろうかと思います。それ

につきましては、昨年より漏水の疑いがあるということで、現指定管理者さんのほうで

もその管理、修繕等についての検討もしていただきながらやってきているところでござ

います。それも町のほうにも報告を受けまして、町のほうでも水位であるとか、どうい

ったところが漏水しているのかということを業者さんにも依頼しまして、確認を現在ま

でしてきておりますが、今のところ特定できていないところでございます。というとこ

ろでございまして、今後その漏水の修繕の対策が、まず漏水箇所の特定をすることが第

一であり、それについて分かり次第対策をしていきたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    ぜひ早急に原因の特定を行っていただいて、対策を進めてい

ただきたいというふうに思うわけですが、１年ぐらい漏水が続いているという中で、漏

水に対応するために様々な費用が追加でかかってきてると思うんですけれども、それに

関してはどういうふうに対応をされるおつもりでしょうか。 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

○企画管財課長（中前貴康）    その費用というのは調査に対する費用じゃなくて、

運営に対してということという認識でよろしいでしょうかね。 
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  それにつきましては、漏水があったりということで特定できた場合には、例えば水で

ありますとかガスの費用等が発生してくるかと思いますが、それについて特定した後に

ですね、現指定管理者さんと協議をして検討していきたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    協議をして検討というのは、もちろんある意味御迷惑をおか

けしてるわけだから、それに対して補償するというふうに理解してよろしゅうございま

すか。 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

○企画管財課長（中前貴康）    そういった補塡についても含めて協議をしていきた

いというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    この件について、次期に選定された指定管理者候補の方は認

識をされているんでしょうか。 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

○企画管財課長（中前貴康）    現在、今回の指定管理者の指定についてということ

で、議案第７９号として上程させていただいております。それで上程で可決後ですね、

次期指定管理者さんと協定書の締結を結ぶ予定になってございまして、その後ですね、

現指定管理者さんと次期指定管理者さん、それから町も含めた３者引き継ぎについての

協議を進めていくことになってございます。その中で現在の、先ほども答弁でもさせて

いただきましたが、施設の状態であるとか様々なことの引き継ぎも含めて誠意を持って

お互いに調整しながらやっていくということでございますので御理解いただきたいと思

います。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    引き継ぎという言葉はすごく多くのことを含むわけでありま

すが、例えばですね、現在の指定管理者さんが来年４月以降の予約を受け付けていらっ

しゃるという状況もあるわけですよ。そういう来年４月以降、自分たちが関わるわけで

はないようなことを今後もやり続けていくのかっていうような問題も生じてくると思う

んですね。その辺りはどういうふうに処理をされていくようなお考えでしょうか。 
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○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

○企画管財課長（中前貴康）    まず、今予約の件でありますが、まず、指定管理者

さんにつきましては、まず、この指定管理者さんの制度の目的というのが、利用者など

へのサービスの向上と業務の効率化、それぞれの公の施設の設置目的、今回で行きます

とかじか荘、それから毛原オートキャンプ場の設置目的を十分に理解し、公の施設であ

るということで、その趣旨を尊重していただいているものと認識しております。それで、

その指定管理者として施設利用者への不利益が生じることがないようにっていうことが

現指定管理者さん、それから次期指定管理者さん、当然、公の施設でありますので、そ

ういったことが生じないようにするということが重要であるということも分かっていた

だいているというふうに私も思ってございます。そういった中で、指定管理業務の引き

継ぎに係る基本的事項にも記載していただいておりますが、予約時も現指定管理者さん

が予約を受けた場合にですね、４月以降の部分につきましても、当然、次期指定管理者

さんっていうものがそれを同じ条件で引き継ぐもの、保障するということでなっており

ますし、利用者さんからしますと、現指定管理者さん、次期指定管理者さんであっても

同じかじか荘でございますので、その点は不利益が生じることがないように、引き継ぎ

が誠意を持ってお互いにしていただけるということで理解してございます。よろしくお

願いいたします。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    契約自体は３月末日までと４月１日以降ということではっき

り分かれてるわけですよ。その分かれている中で４月１日以降のことに対して、現指定

管理者の方に、そこの部分の業務を行っていただくっていうことに対してどういうふう

に考えるかということなわけですね。もちろん、もう一義的には利用者、お客様に絶対

御迷惑をおかけすることのないようにやっていかなければいけないわけですけれども、

そこでしっかりと線引きが契約上されてしまう以上、そこの部分をはっきりとさせて、

現指定管理者さん、次期指定管理者さん、役場がしっかり入った上で、どういうふうに

やっていくかっていうのをしっかりと早急に協議していく必要があるかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

○企画管財課長（中前貴康）    私のほうから、当然指定管理者さんが変更になると

いうことで様々なことが予想されますが、それについて、引き継ぎについて、議会の議
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決後、協定書を結んで、３者でまず会って、今後の引き継ぎについてのスケジュールで

あるとか様々なことについて３者で誠意を持って対応していきたいというふうに考えて

ございます。御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    その辺りはですね、役場にしっかりと入っていただいてやっ

ていただく必要があるかと思います。 

  もう一つ大きな問題として雇用の問題が上げられると思います。現在、かじか荘で働

いてくださってる方は２３名いらっしゃるというふうに伺っております。こういった

方々の雇用はどうなるのかと。その点についてお考えをお聞かせください。 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

○企画管財課長（中前貴康）    私どもも、当町におきましても、従業員等の再雇用

ということが当然、確か今では約２７名ぐらいの従業員が働いてくれていただいており

ます。その中には町民の方も多くいらっしゃいます。それで従業員の再雇用につきまし

ては、次期指定管理者さんのほうから、先ほど申し上げました１０月のプレゼンテーシ

ョンのときに、現在のかじか荘並びに毛原オートキャンプ場で働いている方について、

本人の意向を聞き、希望をされる方につきましては、経験も豊富である方が多いので、

引き続いて雇用していきたいというふうに提案を受けてございます。 

  また、先ほどから何度も言ってる指定管理業務の引き継ぎに係る基本的事項において

も、従業員が引き続き就業を希望する場合には意向を尊重し、円滑に就業できるように

努めることとして次期指定管理者にもお示ししておりますので、今後引き継ぎを行って

いく上で調整してまいりたいと考えてございますので御理解いただきたいと思います。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    引き続きかじか荘で働くことを希望すると、キャンプ場もそ

うですけれども、希望するという方は再雇用という前提があるということで私も安心し

ましたが、そうでない方もいらっしゃるかもしれないですね。そういった方に関して、

例えば有給休暇が残ってると、だから、もう期末に一気に有給休暇を消化したいという

ような方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。そういう場合は、サービスに支障

が出てくるようなおそれもあるかと思いますので、その辺りは事前に、できるだけ早く

皆さんの意向を伺った上で、そういった支障が出ることのないようにやっていただきた

いというふうに思うわけですがいかがでしょうか。 
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○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

○企画管財課長（中前貴康）    桐山議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今言っていただいたような支障が出るようなことが想定もできますので、それは現指

定管理者さん、それから次期指定管理者さんと協議の上、行っていきたいというふうに

考えてございます。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    もう１点、これは一般社団法人指定管理者協会というところ

がございまして、そこが毎年提言をされているわけですが、令和４年度の提言のまとめ

の中にですね、指定管理を任せる側と受ける側の間で協定が結ばれるのが通常だと思う

んですが、この協定は、「自治体と指定管理者の間のパートナーシップの基盤であり、

相互に協力する出発点であります」と。「協定を毎年見直すことで指定管理者制度の原

点である民間活力の導入による住民サービスの活性化を図るとともに、協議についても

積極的に官民協働」、協力して働くという字ですね、「官民協働事業を創出する現場で

の苦しみとしてお互いに汗をかく必要があると思います」というふうに提言の中で書か

れております。これは、取りも直さず行政も指定管理をお任せする相手側に全て頼るん

ではなくて、しっかりと行政も一緒になって汗をかいてやっていくべきだというふうに

理解をするわけですが、そういった点に関して、今後についてどういうふうにお考えに

なるかということをお聞かせいただければと思います。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    今後のことということも含めてでありますが、このかじか荘、

毛原オートキャンプ場については、現指定管理者さんには１１年間お世話になってきま

した。その前はふるさと公社というところで運営をしてきておりました。ふるさと公社

の理事長は町長、副理事長が副町長、そういった関係のふるさと公社で運営してきて、

行き詰まってるっていうんですか、なかなか思うようにいかないっていうのが現状であ

った中で、この指定管理者制度を活用させていただいて、民間の力をお借りして、議員

言われるように、任せ切るんじゃなくて協力し合いながら、よりかじか荘をいいものに

していこうということでお世話になってきて、本当に１１年間ずっとお世話になってき

て、私が思うには、十二、三年前の、これよりもはるかに今いい施設で利用者の方も喜

んでいただいてるっていう声もたくさん聞いてるということで、これは本当にもうずっ

と感謝をしております。今回選定結果の中で交代するということになりましたが、今ま
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でのことに対して本当に心からお礼も申し上げたいし、今後も民間活力を活用をさせて

いただいて、行政と協力して、その公の施設をもっともっと活性化していくと、そうい

うことに努めてまいりたいというふうな思いであります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ３番、桐山尚己議員。 

○３番（桐山尚己）    最後にもう一つの指定管理対象である山の家おいしなんです

けれども、こちらについては、引き続き、現在の指定管理者にやっていただくというこ

とになったということでありますが、引き続きやっていただくにしてもですね、生石高

原というのはススキの名所でありますから、ススキの時期、９、１０、１１、３か月が

ピークになるわけですね。そのピークとアンダーピークの差があまりにも激し過ぎて、

現場は本当にてんてこ舞いだというようなことも聞いております。そういったことを解

消するためにも、一つの業者さんだけではなくて二つの業者さんが協力し合ってやって

いくというような選択肢も今後考えてみてはいかがかというふうに思います。そこを指

摘させていただいて私の一般質問を終わります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    以上で、桐山尚己議員の質問を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

 休 憩 

（午前１０時３６分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５０分） 

○議長（美野勝男）    続いて、１０番、伊都堅仁議員。 

（１０番 伊都堅仁 登壇） 

○１０番（伊都堅仁）    私からは、絶滅危惧種、ニホンアカガエルの保護に関連し

て、動木地区曲谷垣内と株式会社旭東不動産ほか４社との協定書内容についてというこ

とで御質問をいたします。 

  １番目に、協定書では、第２条、乙、これは旭東不動産ほか４社ということですが、
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事業実施に当たっては、別紙に掲げる事項について誠実に履行するものとする。１項、

環境の保護。絶滅危惧種及び自然環境の保全と事業に起因する災害を未然に防止する措

置を図ることとなっています。それについて、ニホンアカガエルは、和歌山県の絶滅危

惧種に指定されてはおりますが、紀美野町では現在審議会で審議中で来年２月以降に結

論が出ると。実態調査を行ってから結論を出すというような話で、それまでは特別な保

護対象ではありませんが、その間の扱いというのはどういうふうになるのか、というこ

とをお聞きしたいと思います。 

  また、２番目に、協定書では、２項土地の形質の保全、３項災害の防止、４項水質減

の保護と水質保全、５項景観の保全が定められておりまして、土地を農地のまま一切手

を加えることなく太陽発電設備を設置することが前提となっていると考えられますが、

執行部の見解をお聞きしたいと。 

  以上です。 

（１０番 伊都堅仁 降壇） 

○議長（美野勝男）    それでは、伊都堅仁議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

  曲里教育次長。 

（教育次長 曲里充司 登壇） 

○教育次長（曲里充司）    伊都議員の１問目のニホンアカガエルの扱いについてお

答えさせていただきます。 

  ニホンアカガエルの文化財指定については、本年９月の７日に紀美野町文化財保護審

議会を開催し審議しましたが、ニホンアカガエルの繁殖期である冬場、来年２月中旬に

審議会を改めて開催し、委員が現地確認をするとともに、かつて調査をされた方を審議

会に招き、聞き取りをした上で再度審議することとなっております。 

  議員御指摘のとおり、ニホンアカガエルは町文化財に指定されておらず、文化財の保

護の対象とはなりません。 

  以上、ニホンアカガエルの扱いについての答弁とさせていただきます。 

（教育次長 曲里充司 降壇） 

○議長（美野勝男）    吉見農業委員会事務局長。 

（農業委員会事務局長 吉見將人 登壇） 

○農業委員会事務局長（吉見將人）    私のほうからは、絶滅危惧種ニホンアカガエ



－２８－ 

ルの保護に関連して、動木地区曲谷垣内と株式会社旭東不動産との協定の内容について

の二つ目の御質問にお答えさせていただきます。 

  御質問の協定書では、「農地のまま一切手を加えることなく太陽光発電を設置するこ

とが前提になっていると考えられるが」とのことでございますが、協定書の締結につい

て、町については分かってございませんので、見解について回答することは差し控えさ

せていただきます。 

  しかし、農地についての御質問でございますので、農業委員会事務局長として答弁さ

せていただきます。 

  農業委員会が一部転用を許可したのは、農地は農地のままでございまして、この農地

の上に設置する太陽光パネルを支えるための支柱部分の面積について一部転用を許可し

たものでございます。そのため、太陽光パネルを支える柱を設置する部分以外、元から

農地のままでございますので、その農地にはコンクリートの打設や砕石で埋めるなど許

可してございませんので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

（農業委員会事務局長 吉見將人 降壇） 

○議長（美野勝男）    以上で、１回目の答弁が終わりました。 

  これより自席で起立して質問、答弁をしてください。 

  １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    要するに今のところは保護対象ではないというアカガエル

についての答弁だと思うんですけども、例えば特許の場合ですね、申請を出した時点か

ら、特許が下りてからではなく、申請出したときから遡って効力を発揮するということ

があります。絶滅危惧種ですから、非常に状態としては絶滅しかねないような状態に置

かれてるわけですから、遡って保護するような扱いは必要なんじゃないかなと思うんで

すけども、教育委員会としてはどういうふうにお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    伊都議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  教育委員会としましても、町の文化財に指定をされた段階で保護の対象になるという

認識でございますので、現在文化財の指定をされるかどうか分からない状況であります

ので、文化財の保護としては、対象の範囲としては捉えておりません。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 
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○１０番（伊都堅仁）    これはどういう理由ですか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    町の文化財に指定されると文化財の保護の対象になると

いうことですので、現在のところ町の文化財としては指定をされていない状況でありま

すので、先ほど申し上げた町の文化財の保護の対象にはならないということでございま

す。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    県が自然環境室から事業者に添付資料ニホンアカガエルの

生息域を送付するとともに、町道に近い水路からもニホンアカガエルの幼生が見つかっ

ていることを通知するということで、もう業者には送付してるらしいんですけども、町

もそれに対して歩調合わせていく考え方はないのかと。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    ちょっと県、どちらの課か分かりませんが、通知されて

いるというようなことですが、御質問の趣旨は、教育委員会に対して町の文化財の指定

について問われているものと解釈しておりますので、町の文化財として現在指定されて

いない状況であることを説明をさせていただいているということでございます。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    この絶滅危惧種の保全対策ということで、具体的にどうい

うふうにするかっていうと結局専門家の知見が必要ということで、専門家を必ず指定し

ておかないと、業者にとっても専門家にどういうふうに保護したらいいかということを

聞かないかんということですね。突然、絶滅危惧種指定しましたので専門家の意見を聞

いてやってくださいと言われても向こうも困ると思うんですよ。あらかじめある程度こ

ういうことですよっていうことを言ってあげていく必要があると思うんですけど、割と

杓子定規じゃないかなというふうに思うんですけども、どうでしょうか。 

○議長（美野勝男）    休憩暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前１１時０１分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午前１１時０９分） 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    和歌山県のレッドデータブックは、自然環境であったり

希少動物に対して関心を高め、理解を深める資料として作成されているものであって、

絶滅危惧種の指定、レッドリストの作成については、法律に基づき作成されたものでは

なくて、自然保護の参考データとして専門家に依頼して作成されたものっていうのは確

認しております。 

  ニホンアカガエルの生息が紀美野町で確認されたことは、大変重要なことだとは考え

ておりますが、しかしながら、町の教育委員会として、町の文化財としては指定されて

いないという状況ではありますので、文化財の保護の対象という観点からは外れるとい

うことになります。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    そういう答弁であれば仕方ないですけども、絶滅危惧種の

問題というのは環境庁の管轄になるわけね。一番先にこのことを協定書でも上げてると

いうことは、これも環境省の一番の目玉というか、一番重要なこととして考えていると

いうことで一番先に出しているということに対して、そのような認識ではちょっと困る

なと私は思いますけども、とりあえず答弁としてはもうそれで結構です。 

  あと、２問目のほうで、当然農業委員会も農地のまんまで、要するにコンクリートと

か土を入れたりはしないということでよろしいですか。 

○議長（美野勝男）    吉見農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（吉見將人）    伊都議員の再質問にお答えさせていただきま

す。 

  そのとおりでございます。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    ただこの後のところですね、７番のところでフェンスの設

置っていうのがあるんですけども、周りをフェンスで囲う形にということになりますか。 

○議長（美野勝男）    吉見農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（吉見將人）    すみません。農業委員会としては、フェンス

の設置については、ちょっと今私のほう理解してないんですけども、一部転用のみ確認

させていただいただけで、協定の内容についてもちょっと理解してございません。 
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  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    ７項のところで設備の管理ということで、発電所の周辺に

はフェンス等を設置し、出入口を施錠するとともに、出入口に立入禁止と表示をする等

の立入り防止措置を講ずるというふうになってるんですけども、周りはフェンスで囲っ

てしまうということじゃないんですか。 

○議長（美野勝男）    吉見農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（吉見將人）    伊都議員の再々質問にお答えさせていただき

ます。 

  太陽光発電は確かにフェンスでくくるという形が多分あったかと思います。危険防止

のために。ただ私ども農業委員会としましては、柱の立てる部分の一時転用の部分のみ

の、一時転用、柱を立てる部分の一時転用のみを判断してございまして、そのほかの設

置に関してはちょっと理解してございません。 

  以上でございます。 

○農業委員会事務局長（吉見將人）    すみません。私ちょっと協定書のほうを確認

してないので、内容については全く分かってございません。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    暫時休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時１５分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１７分） 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    伊都議員の御質問の中でフェンスの件ですが、事業者の

ほうからは、フェンスで囲むという計画であると聞いております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    これニホンアカガエルとの関連になるんですけど、専門家
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の知見が必要やと、保護するためには、もしこれ保護するような形になってきた場合に

は、専門家は、多分フェンスの下はコンクリートっちゅうことやね。フェンスを建てる

のに下を固めやないかんし。どういうフェンスになるんです。それは分かってない。ち

ゃんと詳しく内容を掌握しとかんと具合悪いんちゃうか。フェンスは分かっとる。フェ

ンスで回り囲ってしまいたいってことやね、向こうは。だから、これニホンアカガエル

の保護を考えた場合に、下がコンクリートになると非常に多分都合悪いことがある。そ

やから専門家の知見が必要やということになってくるさけ、専門家に聞くと、そういう

のは具合悪いというふうなことになりかねへんので、そこのところをお聞きしているわ

けです。それが分からんと困るわな。 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前１１時１９分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２２分） 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    伊都議員のフェンスの件ですが、事業者からはフェンス

をすると、囲うというふうな計画であるということは聞いております。基礎部分につい

ての、どのような形であるかっていうのは、そこまでは確認はできてませんが、私のほ

うからアカガエルの件で、絶滅危惧種のニホンアカガエルがこの当該土地で発見された

ということがありますので、それには十分配慮してくださいというお願いはしておりま

す。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    ちょっと最後に、賠償等の件で、協定書の９項の賠償の件

ですけれども、甲は事業に起因する災害により他人の財産、建築物、身体等、住民に被

害を生じた場合は、乙が保険金手続を行い被害の全額を負担すると、こうなってるんで

すけども、ある人が、自然災害の場合は保険が下りやん場合あるぞということを聞いた

んです。前に阪神・淡路大震災のときに、地震保険とか火災保険入ってた場合には保険
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金は下りたけども、単なる損害保険みたいなのでは、家屋の倒壊に対して保険金下りな

んだっていう話を聞いたことがある。この場合、保険金手続を行い被害の全額負担する

というふうになってるんですけども、どういう保険に乙が入ってるのかということは、

当然課長は分かってないとあかんですよ。どういう保険に入っているのかということを

お聞きしたい。ちゃんと保険金が下りるんかどうかと。 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前１１時２５分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２７分） 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    協定書の内容につきましては、地区曲谷垣内委員会、そ

れと事業者で締結したものでございますので、その内容については私どもでは詳しいこ

とは分かりません。しかしながら、事業者からの事業計画の提出があった際に、パネル

については、破損等で近隣に損害が生じた場合は太陽保険で賠償すると、どのような太

陽光保険なのかっていうところで、これは地区からの質問があって、それに対してお答

えしたということと聞いておりますが、この太陽光発電施設によって他人の財産、建築

物、身体等に損害が生じた場合の損害賠償保険に入っておると。その中には、損害賠償

金、それから損害防止費用、それから、緊急措置費用というところでその費用が出ると。

先ほどの補償内容について、保険金の支払い条件として各事業者ごとに保険契約を締結

しておると、そういうものと聞いております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    自然災害で損害が生じた場合でも補償されるということで

よろしいですか。 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    その件については、私保険会社とお話したことでもない

ので、こちらではちょっと分かりかねます。 
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  以上です。 

○議長（美野勝男）    １０番、伊都堅仁議員。 

○１０番（伊都堅仁）    そこのところはちゃんと詰めておいていただきたいという

ふうに思います。詳しく。 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前１１時３０分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３５分） 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

○住民課長（東浦功三）    伊都議員が御質問されてる保険の自然災害についての、

出るか出ないかってのはこちらでは分かりません。しかしながら、それについて事業者

のほうにどういったことで、自然災害でもどうなるのかっていうのを説明するようにこ

ちらのほうからお話をしてみます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    以上で、伊都堅仁議員の質問を終了いたします。 

  続いて、４番、藤井基彰議員。 

（４番 藤井基彰 登壇） 

○４番（藤井基彰）    それでは、私のほうから２点質問いたします。 

  もともと６月の議会で一般質問する予定でしたが、大きな豪雨災害があり、まだ当局

はお答えできる状況ではなかったので、簡単な町の思いだけを聞きました。９月でも同

じ質問を用意してましたが、申し訳ありませんが私の体調不良で欠席させていただきま

した。これ３回目、同じ質問になります。総論としては、多分町のお答えは分かってお

りますので、町民もしくは皆さんが疑問に思われてる具体的な点を聞いてみたいと思い

ます。 

  ６月２日の豪雨から約６か月たち、９月初めに検証の途中経過報告も受けている中、

新たな防災のガイドラインも見えてきたことと思います。そこで町民の声を届けるとと

もに少し詳しくお伺いします。 
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  また、２番目のＤＸについても防災・減災の関連事項もございますので、それも含め

て質問いたします。 

  それではまず１番として、町の防災・減災の取組について。 

  身近な差し迫った課題として、その対策としてですが、災害時の避難施設などについ

ては令和３年の６月定例会でも質問しています。年々大雨、台風、地震など大きく、そ

して多くなってきており、紀美野町でも大きな被害を受けました。町としては自然災害

のため準備も難しいとは思いますが、しかしながら、少なくとも同様の現象はこれから

もあり、それ以上の心構えが必要と考えます。同時にそのような現象を見据えて、被害

を小さくするためのふだんの準備も必要と考えます。 

  そこでまず１番目に、指定避難場所は中間報告では見直しとされていますが、具体的

にはどこ、もしくは避難ルートは安全なのか。各避難所における備品の劣化や期限など

の確認、また数量の変更など調査の点検が必要だと考えますが、誰がいつ行うなどのマ

ニュアルはきちっとあるのでしょうか。 

  ２番目といたしまして、指定避難場所やその内容も変わりありませんか。令和３年に

各戸配布されましたハザードマップですが、この情報は今も変わりなく、新たな記載や

変更はないでしょうか。もしあるなら変更や更新の連絡や配布はされており、最新の情

報が町民に届いているのでしょうか。 

  同時に、避難場所ではいろんな情報を知ることは大変重要だと思います。ラジオやテ

レビなどの広域な情報も必要ですが、身近な情報もとても役立ちます。情報を得る環境

は整備されていますか。 

  ３番目として、防災・減災の視点から、ふだんから近くの谷川や水路、側溝、また斜

面の状況などを見てもらうなどして、危険箇所の早期発見や対処により事前に被害をな

くす、または減少するような調査や対処はされているのでしょうか。町内の谷川では土

砂や流木をせき止めて流れを緩やかにする砂防ダム、砂防堰堤が幾つかあると思います

が、それは機能されていますか。 

  ４番目に、避難するに当たり長年放置されている空き家の倒壊や空き地の雑草などで

側溝が見えず、夜の避難の妨げになると予想されているところがあると思います。ふだ

んの管理で危険を回避できると思いますが、どう考えていますか。 

  また５番目として、危険予知能力の向上が必要と考えます。６月１４日のテレビ報道

では、真国川の支流の氾濫はハザードマップではカバーできない、つまり調査していな
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いので危険などの表示がされていない増水、氾濫が大きな影響を与えたと報道されてい

ます。令和３年５月からは改定された、シンプルになった避難情報発令基準ではありま

すが、ハザードマップではカバーできない支流の増水なども含めて、当町のような山の

際や川のそばに住居が多い現状を考慮した独自の発令基準の必要はないでしょうか。 

  それから、６番目として、災害対策本部、もしくは６月に設置しませんでしたが、相

応の機能する体制を取ることで情報や指示の一元化により迅速かつ重複、もしくは連絡

漏れを防ぎ、必要なところ必要なものと人がおれる状況は大丈夫でしょうか。 

  それから、２番目、ＤＸについて質問いたします。 

  ＤＸについては、令和４年の３月定例会でＤＸの進み具合を一般質問しています。町

は答弁されていますが、もうその部分は重複するので省きます。 

  そこで、１番として、具体的な取組の状況としてその成果を教えてください。既に聞

いているマイナンバーやオンラインの申請以外の状況をお願いします。今取り組んでい

ることでその結果がいつ出るのか、この先の取組と年度内の成果目標も併せてお願いし

ます。 

  二つ目として、以前も尋ねましたが、災害など被害を受けた方が役場で幾つもの課に

出向くことなく、一つの場所で手続が収められるような、そういう方法は何とかできな

いものかお願いします。 

  以上よろしくお願いします。 

（４番 藤井基彰 降壇） 

○議長（美野勝男）    それでは、藤井基彰議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

  坂総務課長 

（総務課長 坂 詳吾 登壇） 

○総務課長（坂 詳吾）    それでは私のほうから、藤井議員の１番目の６月の大雨

災害を踏まえ町の防災・減災への取組について、及び２番目のＤＸはどのように活かさ

れているかの御質問にお答えいたします。 

  まず、１番目の６月の大雨災害を踏まえ、町の防災・減災の取組についての御質問に

お答えいたします。 

  まず１点目、避難場所と避難ルートについての御質問でございます。 

  現在、町内の風水害時の指定避難場所は３１か所ございますが、一部の区長さんから
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は、近くに避難場所がないとの御意見もいただいており、今回の大雨対応の検証の中で

も避難場所について見直しを進めております。 

  また、町として避難ルートは設定しておりませんが、避難場所の見直しの中で住民の

方の安全な避難についても考慮してまいりたいと考えております。 

  次に、各避難場所における備品等についての御質問でございます。 

  各避難場所には備蓄食料、備蓄水、毛布などを配置しております。備蓄食料や備蓄水

の期限に関しましては、年度当初に期限の確認を行い、また避難場所を開設した際にも、

職員がその期限や数量の確認を行っており、避難者数に応じて各備蓄品の補充を行って

おります。毛布につきましては使用済みの物を回収し、洗浄、リパックを行っておりま

す。 

  役場としまして必要最低限の備蓄品を配置しておりますが、住民の方々には非常持ち

出し品の準備等についての周知を行い、住民の防災意識の高揚にも努めてまいりたいと

考えております。 

  次に、２点目、まずは指定避難所でございます。当町では、指定避難場所と同じであ

り、その見直しに伴い、指定避難所につきましても同様の見直しを行うこととしており

ます。 

  次に、情報収集の方法としましては、避難場所には携帯ラジオを設置しております。 

  避難場所とは、あくまでも緊急事態時に災害の危機から身を守るために一時的に避難

する場所であるため、長期間滞在することを想定しておりませんが、充実した情報収集

のための方法を引き続き検討してまいります。 

  続きまして、３点目でございます。 

  議員御存じのとおり、紀美野町は南北に約１１キロ、東西に約２０キロ、面積１２８.

３４平方キロと広大であり、危険箇所の発見や対処は限られた人員の役場の管理体制だ

けでは、町全域の全ての把握や対応を行うことは現実的には困難であると考えておりま

す。地域の危険箇所の早急な認識や把握等については、町職員も過去の被害や経験から

確認、調査を行い、また梅雨時期や台風接近前にはより丁寧に巡回や確認を行っており

ます。 

  ただし、ふだんから地域のことをよく理解されているのは住民の皆さんであり、区長

さんを通じ地域課題として役場に報告いただくことが大切であると考えております。区

長さんからそういう情報をいただき、対応している事例もございます。 
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  また、町内随所にある砂防堰堤につきましても正常に機能していることを確認してお

り、引き続きしっかりと監視を行いながら、関係各所との連携、調整を行ってまいりた

いと考えております。 

  なお、緊急性や優先順位を総合的に判断し、行政として対応できる部分については順

次進めさせていただいているところであり、引き続き管理体制を徹底してまいりたいと

考えております。 

  続きまして、４点目の夜の避難についてでございます。 

  夜間の避難は、昼間の避難に比べて危険を伴うものでございます。避難を行うことに

より逆に危険であるということも考えられます。過去には緊急的に夜の１時、２時にも

避難指示を発令したこともあります。夜間の避難情報はより慎重に発令しなければなら

ないと考えております。 

  また、町民の皆様には平時より、より安全な避難ルートを確認していただくよう周知

を行っていきたいと考えております。 

  続きまして、５点目でございます。 

  各支流や谷川ですが、河川本流の疎通機能を十分に高めることで排水を速やかに行う

ことが大切であるため、引き続き、随時河川の状態を確認しながら、県当局に継続的な

浚渫や改修等の意見や要望を強く行い、しっかりと協議を行いながら対策を進めてまい

りたいと考えております。 

  続きまして、６点目の災害対策本部についてでございます。 

  ６月２日の大雨の際には災害対策本部を設置しませんでしたが、実質的には町長をト

ップとする災害対策本部と同等の体制で災害対応に当たってまいりました。今後は状況

に応じて適切に災害対策本部を設置したいと考えております。 

  なお、防災・減災対策をしっかりと進めるには、町の管理体制だけでは不十分であり、

国・県の役割、町の役割、住民の皆様の役割を分担し、それぞれが協働することで、よ

り安全・安心な暮らしにつながっていくものと考えてございますので御理解、御協力を

お願いいたします。 

  以上、６月の大雨災害を踏まえ町の防災・減災の取組についての答弁とさせていただ

きます。 

  続きまして、藤井議員の２番目のＤＸはどのように活かされているかの御質問にお答

えいたします。 
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  まず、１点目の具体的な取組状況と成果、この先の目標等についてですが、令和４年

１月のＤＸ推進室設置以降、紀美野町では様々な取組を進めてきたところでございます。

重複するかも分かりませんが、具体的な取組としましては、ＲＰＡ、業務自動化システ

ムや自動文字起こしソフトＡｍｉＶｏｉｃｅを活用した業務効率化、デジタルデバイド

解消のための地域サロンや公民館、美里支所でのスマートフォン教室の実施、町内外問

わず誰もが活用できるオープンデータのウェブ公表、役場に行かなくても手続が行える

行政手続のオンライン化などがあります。 

  ＤＸで最も成果が表れているサービスはマイナンバーカードを用いた証明書等のコン

ビニ交付です。このサービスは今や当たり前になっていますが、少し前であれば、会社

員で住民票などの証明書発行は必要な方は、平日会社を休んで役場に来る必要がありま

した。これがマイナンバーカード一つあれば、いつでもコンビニで申請書を書くことな

く、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の証明書、所得課税証明書の発行が受けられ

るようになりました。これはＤＸを活用したサービスとして住民の皆様が便利になった

と実感できるものだと考えております。 

  また、６月の大雨災害対応の際、ロゴチャットを情報収集ツールとして活用したこと

は、役場内業務ではありますが、ＤＸが上げた大きな成果だと考えております。 

  今後の取組としましては、さらに住民サービスの向上を図るため、役場に来なくても

完結できるオンライン手続を増やしていくことを目指していきたいと考えております。 

  次に、２点目の複数の課にまたがる事務を１か所で完了できないかという御質問です

が、一つの窓口で関連する全ての手続きが完了できる総合窓口の整備については、全国

的にＤＸを活用した取組として進められています。当町も住民の利便性を考え、当町と

してできるサービスを検討してまいりたいと考えております。 

  以上、ＤＸはどのように活かされているかの答弁とさせていただきます。 

（総務課長 坂 詳吾 降壇） 

○議長（美野勝男）    以上で、１回目の答弁が終わりました。 

  これより自席で起立して質問、答弁をしてください。 

  ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    まず、一つ目ハザードマップ。先ほどお話しましたように、

令和３年でしたっけ、配布されたの。今手元に持っていますけれども、これがそうだと

思います。これには御存じのように青とか赤とか黄色、黄色というのはまだ未調整と、
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調査していないと、そういうところがございます。あれから３年間たってまして、調査

していないのは少し、これだけいろんな水害、いろんな地震等々ある中で、調査してい

ないと判断していいんでしょうか。ちょっと遅いんじゃないでしょうか。その点はいか

がでしょう。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    藤井議員の御質問にお答えいたします。 

  ハザードマップのまだ未調査という部分でございますが、これにつきましては真国川

と梅本川の２か所の河川の調査がまだ県のほうで行われていないということでございま

した。先日、真国川についてはその結果が公表されております。小川の梅本川につきま

しては今年度中にそれが公表されるということでありますので、その状況を見て対応し

ていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    今のお話では、真国川は一応調査したと。県のほうで。小川

地区に関しては今年度中という話だったように思います。それを受けてまた来年度でも

この更新というか、新しい情報というのは皆さんのほうへは届くということでいいんで

すね。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    それを受けまして見直しを行って、それをまた皆さんに

周知していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    それでは避難場所での情報、２番目の情報のことについて少

しお伺いします。 

  携帯の準備はされているとおっしゃってましたけど、もちろんテレビやラジオ、いろ

んな情報、台風でも何でも情報来ますけども、今一番身近な情報としては、最近皆さん

御存じのようにスマホを持っています。そのスマホでいろんな情報を取るためのＷｉ－

Ｆｉの環境、これについてはどう考えておられますか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    現時点では、Ｗｉ－Ｆｉ環境というのは全ての避難場所

についてはちょっと整備はできてない状況、今一部できるとこもあるか、ちょっと確認
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はできてないんですけども、その点については今後ちょっと検討していきたいなという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    ただいまＷｉ－Ｆｉ環境、多分僕の記憶では、今町内では、

山の家おいしですか。あとみさと天文台、ふれあい公園、この３か所、多分これは観光

の方々のための情報提供のためのＷｉ－Ｆｉだと思います。 

  具体的に言うと災害の情報を得るためのＷｉ－Ｆｉ環境は、当町はまだじゃないかと

思っています。３０か所とおっしゃってました全ての場所とは言わないんですけども主

要な箇所幾つか、そちらのほうへのＷｉ－Ｆｉの環境、それと同時に、その情報や町の

ほうが最新情報を流すとか、そういうのはお考えはいかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    すみません。こちらの認識不足で多分Ｗｉ－Ｆｉにつき

ましては、そういう避難場所には今現在整っていないという状況であるかと思います。 

  議員おっしゃられるように、現在スマートフォンについては、そういう情報をツール

として非常に有効であるというところもありますので、先ほど言いましたように全箇所

っていうのは、すぐには難しいとは思うんですが、主要な場所への、さっき情報を流し

ていくっていうことでよかったですか。 

（発言する者あり） 

○総務課長（坂 詳吾）    その点につきましては、避難情報については、もちろん

リアルタイムで流していく、ですけども、それ用にリアルタイムで流すっていうちょっ

と現状の人員とかそういう体制についてはちょっと難しいかなというところもあります

ので、その辺は今後のまた検討課題かなというふうに考えてございます。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    今なぜそういう話をするかと言いますと、よくどこでも、あ

の道が水路があふれて通れないとか、いやあの道は通れるとかって結構情報が錯綜しま

すよね。その情報が時間的にどれが新しいのか分からない場合、多分あの道が通れるよ

って聞いたもんで行ったら、もうそこが水があふれて通れなかったと、そういう状況っ

て多々あると思うんです。だから町のほうで何時にどこどこで通れなくなったとか、通

ったとか、そういうしっかりと情報を流すことによって間違った避難をされるとか、そ
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ういう方法が必要じゃないかと思いまして、そのためにはラジオやテレビっていうそう

いう広域は少し無理があるので、何らかの形を取りながら町が正確な情報を流さないと、

誤情報、もしくは言葉悪いですけどデマのような情報が流れてしまうと、皆さんがもう

その言葉に反応して右往左往してしまう。これが一番怖いので、その辺のきちっとした

町としての対応はできないものかということで、そのＷｉ－Ｆｉもしくは何らかの方法

はないのかということでお話したものです。どうでしょう。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    ただいまの御質問でございます。 

  やはり大きな情報であるとかっていうことは、もちろん防災無線やライブビジョン等

で流させていただいてるんですけども、細々としたところの情報っていうのは、もちろ

ん議員おっしゃることはよく分かるんですけども、その辺は現状の時点ではちょっと難

しいとこもありますので、今後その辺りはちょっと研究して、どういう形ですればそう

いうことも可能なのかということも検討していきたいなと考えてございますので御理解

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    言われるように、それは後で少しお伺いする対策本部の業務

になってくるかなっていう気もするんですけど、その辺はどういう一括情報を流すかっ

ていうところになってくると思うんです。それはそれでまた少し後で聞くかも分かりま

せん。 

  次に、三つ目の砂防堰堤、これについて少し質問します。 

  砂防堰堤、町内に幾つあるかって全然僕は把握していないんですけれども、幾つぐら

いあるんでしょう。多分砂防ですから、不透過型ですね。透過型、不透過型ってあると

聞いてるんですけど、その辺の数字はいかがですか。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    藤井議員の御質問にお答えいたします。 

  砂防堰堤なんですけども随所にあります。なかなか町のほうでも把握できやんぐらい、

１００、２００っていうような数字になってこようかと思います。議員おっしゃるよう

にほとんどが不透過型の砂防堰堤ということで設置していただいております。 

  以上です。 
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○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    砂防堰堤ですけども、先ほどの答弁では機能しているという

お話でしたけども、それはすごい失礼なお話ですが、そう判断してよろしいでしょうか。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    藤井議員の御質問にお答えいたします。 

  機能していると考えていただいて結構かと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    砂防堰堤ですけど、少し具体的なお話で申し訳ございません。

たまたま私の家のすぐそばに谷川がございまして、その上流、町道から上流１００メー

ター、２００メーターも行ってないところに砂防堰堤がございます。これは多分４０年

近く前、大雨でその谷川の橋に流木や岩が引っかかってあふれまして、そのそばの道路

があふれ、私の家を含め多分数軒が床上浸水になりました。それを受けて多分県だろう

と思います、のほうで砂防堰堤を造ったものだと思います。ちなみに、そこは湯の戸谷

荒廃砂防ダムという看板が上がっています。ちょっともうかすれたり汚れていて、詳し

くは読めなかったんですけども、一応そういう名目で上がってます。おっしゃるように

不透過型です。ですから、あくまでも土砂をせき止める、それが目的だと思います。 

  ただ、この堰堤ですけども、４０年間ぐらい多くの雨があっても大丈夫でしたが、こ

の間の雨でさすがに少し無理が出たのかなと個人的に思ったのでお伺いするものです。 

  具体的に何を言うかというと、確かにこないだ収まってから見に行きましたが、もう

堰堤上部の近くまで土砂、流木がたまっています。当時、雨が降ったときは堰堤横で大

きな流木が何本も流れて、うちの家の下の吉野町住宅の近くの橋に引っかかって困りま

した。水があふれて住宅の道路が浸水しそうになりました。この流木が終わった後に引

き上げて切りまして、住民課のほうへ引き取りをお願いしましたので、東浦課長は御存

じだと思います。現に流木が流れて、あふれて流れていると、そういう状況です。それ

では基本的に堰堤としての機能が今回はなされていなかったのではないかという思いか

ら何度か建設課のほうにもお伺いしましたけども、一応土砂がたまって、川幅が広くな

って、流れがよくなって、大丈夫ですよっていうお話でしたけども、それに変わりあり

ませんか。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 
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○建設課長（米田和弘）    それではお答えいたします。 

  砂防堰堤の役割につきましては、全てをせき止めるものではございません。一度に大

量の土砂であったり、流木であったり、そういうものを流出することを防ぐためのもの

でございますので、そこの砂防堰堤については機能していると考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    その砂防堰堤というのは、そもそもその砂防堰堤を造るため

の道路を造った後、今度逆にそれを閉じながらっていうんですか、あくまで山の中だよ

っていう形の前提だと思うんです。たまたま今お話してるところは、その谷川に沿って

道路がございます。だから堰堤にたまっている土砂の高さと、道路の高さは短くなって

います。だからあふれる可能性が高いと。現にこの間も、もう本当に少しまで谷川の水

が道路まで来たので役場のほうに、建設のほうへお電話しましたら、いや今土のうが欲

しいんだけどもって言いましたら、人も土のうも出払っててどうしようもできないとい

うことで何も手を打ってもらえませんでした。これはいろんな状況で仕方がないんです

けど、少し話はそれますけれども、できれば終わってから、その後どうなりましたかぐ

らいの問い合わせがあるべきかなと思いましたが、なかったので少し残念です。 

  ただ、砂防堰堤につきましては、これは、令和２年度、総合的な土砂管理の堆積に関

する取組、国土交通省、この書面が出ています。それの中で、近年の水害における堆積

土砂の課題っていうのが結構長く出ています。これ全部読み上げたらとても時間がござ

いませんので、また何か機会をいただきたいんですけども、抜粋して少しだけ読み上げ

させていただきます。 

  もちろんこれは国交省ですから、町の谷川とは直接関係ないと言われればそうかも分

かりませんけど、要は状況同じという意味でお話することです。 

  砂防堰堤につきましては土石流を捕捉した場合などには、砂防堰堤の背面において土

砂・流木が異常に堆積し、砂防堰堤の防災機能を阻害している。近年、土砂災害の激甚

化などに伴い、このような異常な堆積した箇所が急増。都道府県の単独事業によるこれ

らの土砂の撤去が間に合わず、地域の安全確保に対して大きな課題となっている。 

  これに対していろんな補助が令和２年から令和６年まででしたか、何百億円からの国

の補助が出てると思うんですけども、こういう状況で、国としても異常な堆積に対して

は危険を促しています。だからとりあえず少しでも浚渫したらいいんじゃないかってい
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う国の提言だと思うんですけども、何度も言いますけれども、現状でこういう心配はな

いとお考えですか。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    ほぼ大丈夫だとは考えておりますけれども、必要に応じ

てその状況を見ながら、取り除く部分については、また県と調整してまいりたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    同じことを繰り返しても何なんで、とりあえずそういう場所

がある。今お話した湯の戸でしたっけ。そういう状況であるっていうここでお伝えして、

今度大雨が降れば何らかの処置をしないと危ない。きちっとここでお伝えしておきます。 

  続いて、次の避難所の安全確保なんですけど、先ほども少しお話しましたけども、特

に夜避難する場合、放置された家とか空き地とかに草が生えていたりとか、そういう状

況ございます。屋根瓦が落ちてきそうな危ないところとか、雑草が生えていて、もう水

路が見えなくて、何か夜だったらその水路に足を踏み外して落ちてしまいそうなところ

もございます。そういうところをふだんから何とか町のほうで管理っていうのは、もち

ろん持ち主の方に言うのが当然でしょうけども、なかなかそれが進まない場合、町とし

ては何とか安全対策ってできないものでしょうか。具体的に言えば何らかの方法で草を

刈るとか、倒壊しそうなところを撤去するとか、そういうような状況はどうでしょう。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    藤井議員の御質問でございますが、やはり安全な避難ル

ートっていうのは個々に、それぞれ人ごとに避難ルートというのは変わってくると思い

ます。なので、そこは多種多様の方法があるので、それを全て町のほうでそういうとこ

ろを整備するとか、草刈りをするとかっていうことは、非常にちょっと難しい部分があ

ると思いますので、そこはやはり、個人個人の方々が平生から安全なルートを確認して

いただいて、どうしてもそこに支障がある、公共施設で、道路とかですね、そういうと

こで支障がある場合はちょっと連絡とかいただければそれについての対応は可能かと思

います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 
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○４番（藤井基彰）    今おっしゃるとおり全てっていうのは当然カバーはできない

と思います。ただ町の、これは区とのお話になるんでしょうかね。一応避難場所には安

全ルートって、こう行ったら一番安全ですよとは多分出てると思います。逆にここを通

ると危ないですよというところが出てると思います。だからその付近は区の方々といろ

んなお話をして、主要なところへ行く、避難所へ行くところのルートは安全か、その付

近の確認っていうのは、もちろん町といっても、現実問題としては、各地区の方々との、

もしくは自主防災、消防団、そういう方々との協力、連携をもってですけども、危ない

とこが仮にあるんだったら何とかしてもらえないか。ただそのときに、いやその土地は

誰々の所有者だから、一応連絡してるんだけども何も反応がないっていうんで終わって

しまうと何もすべがない。だから何とか手続上安全を優先して町のほうで、言葉がいい

のか悪いか分かりませんけども、強制的に草刈りをするとか、危ない軒のところ撤去す

るとか、そういうような形を少し取らないと、いや分かってながら町は何もできないっ

ていうのは少し困るんじゃないでしょうかって、それの付近です。今すぐでは無理でも

一度考えていただきたいと思いますけども、どうでしょう。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    今、議員おっしゃるとおりと思いますので、区とかです

ね、そういう方々と一応まだそういう主要なルートの危険な場所をちょっと相談しなが

ら、それについては、すぐにっていうのはちょっと難しいかも分かりませんけども、そ

の辺はそういう形で進めていきたいなというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    ５番目にちょっとお伺いした危険予知能力の向上ということ

なんですけども、この間は先ほどもお話してるとおりハザードマップ、真国川に関して

はなかなか把握できない状況で、大きな被害が複数の場所で起きたと。そういう状況は

もう皆さん御存じのことだと思います。 

  この間の海南海草県陳情の中で、真国川蓑原橋付近でしたっけ、の浚渫等々の陳情が

中に入っていて、県のほうも浚渫するっていうようなお話をいただいている状況です。

ただ、細かい支流については、県のほうまでは、あくまで県は管理するところのってい

う前提はつきます。町としては、その付近少しでも何らかの方法を取るっていう状況は

考えておられるんですか。 
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○４番（藤井基彰）    県管理の河川については、こないだ海草県議連でしたっけ、

陳情のときに県管理の部分には浚渫等々、改修には積極的に何とかすると、そういうよ

うな陳情してお話もいただいています。ただそれじゃなくて、県管理ではないところ、

もしくは町に関わるような近いところに関して、少しでも被害を小さくするための手だ

てっていうのは何かお考えでしょうかという質問です。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    県管理以外の普通河川っていうのが町の管理になってお

るかと思います。町の管理の谷川、小さい支流とか多数あると思います。その部分につ

いては状況を確認して、必要な部分の疎通機能を高めたいとは思ってございます。 

  ただ、今回のように本流に水が大量に出た場合、やっぱりその支流のほうの流れがど

うしても滞ってしまうという状況があるのをちょっとまた御理解いただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    そういうところ多分、ぜひ地区の方々が一番よくどこが危な

いとかっていうのは、昔からのいろんな状況で分かっておられると思います。そういう

ところは町としてもいろんな情報をもらって、できるだけそういう被害が起こらない、

前もって少しでも被害を小さくするための手だては考えていただきたいと思います。 

  次に、対策本部のことなんですけども、今回、紀美野町では対策本部を設置していま

せん。海南市も確かそうでしたと思います。対策本部があるかないかっていう問題では

なくて、要は対策本部と同じような機能ができるかどうか、これが大きな問題なんだと

思います。 

  この間の１１月２６日の新聞では、来年度から県の防災体制が見直され、対策本部の

設置基準が変わり、具体的には、今までは津波とか対策本部の設置する基準がきちっと

決まっていましたけども、雨とか風でしたっけ、その付近はあまり基準がはっきりせず

曖昧なところがあって、その箇所、当町、当市の判断ということだったようです。それ

に対して県のほうはもう少し明確にするということが来年度から決まったようです。紀

美野町としてはどういうお考えですか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    災害対策本部でございますが、今回６月２日の大雨の際
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ですね、先ほども言いましたけども災害対策本部というのは一応設置はしておりません

でした。ただし災害対策本部というものではなかったんですが、やはり町長をトップと

して、災害対策本部と同様の体制で災害対応に当たっていたということでございます。

ですので、実質的には災害対策本部と同じような機能で動いていたということは事実で

ございます。 

  ただ、災害対策本部の設置の関係なんですが、県のほうでもそういうことで一応明確

にそういうとこは、災害対策本部の設置のタイミングというんですかね、そういうのが

出てきたということもあります。当町としましても災害対策本部につきましては、やは

り町長が最終的には判断するということにはなっておるんですが、そういう県の基準も

参考にしながら、また今後対策本部の設置の基準についても検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    その点はよろしくお願いします。 

  続きまして、対策本部に絡めて、今回紀美野町でボランティアの方々もたくさん来て

くれました。ボランティアの方が入るのは確か初めてだったかと思って、いろんな最初

は戸惑いもあったようですけど、途中からは何とかスムーズに行けたっていうのは途中

経過報告にはございます。ただいろんな皆さんのお話を聞くと、なかなか適切なところ

へ適切な人員や物が行かず困ったよっていう話も聞いています。もちろん最初でしたか

ら無理はないのは分かるにしましても、次回こういうことがないように、そのときには

連携、もっと具体的に言うと、その方々の中からお話があったのは、やっぱり休息場所

や食事、トイレはこれには仮設のものを造るとかっていうのは書いてましたけども、ト

イレとかお風呂とか、そういうもちろん具体的なことをここでお話することはないんで

すけども、そういうお話をする状況はつくっておられて、何か進んでるんでしょうか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    災害ボランティアの件で御質問いただいたことに対してなん

ですが、検証の中でも触れておりますけども、６月５日にこちらから強く要請して、６

月５日にボランティアセンターを立ち上げていただきました。言われるように当初は初

めてのことで、本当に皆さん戸惑いながらですが、毎日毎日それを繰り返しやってるこ

とで勉強されて、途中からはスムーズに機能してきたっていう話も聞いております。述
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べにして４００人を超える方々が活動してくれて、役場でなかなかできない家の中の泥

出しであるとかごみ出しであるとかっていうことをお手伝いしていただいて、本当にあ

の方々のおかげでスムーズに進んでいったっていうふうに認識をしております。 

  当初、役場との連携もうまいこと行ってなかった部分もありましたが、それは途中か

らいろいろ情報を共有しながら、役場そういったボランティアの要請の申出もあったり、

それは社会福祉協議会のボランティアセンターへつないで活動ができていたということ

もあり、最終的には６月５日開設して７月２０日ということで一応ボランティアセンタ

ーを閉めたということはありますが、その間に随分助けていただいたようなことがあり

ます。 

  せんだって社会福祉協議会では、災害ボランティアで活動してくれた方々に声をかけ

て、一回振り返る会っていうのはされてます。その折に最終的には３８名だったと思い

ますが、方々がお集まりいただいて、振り返ってどうであったかっていうような、これ

も検証っていうんだと思いますが、そんな中で、仮設トイレの必要性っていうのがやっ

ぱり、近くに公衆便所があるところとかっていうのは、それを使っていただい件はあり

ますが、ないところは被災された方にうちのトイレ使ってもいいよって、そういうふう

におっしゃっていただいて、その方のトイレを使わせてもらったっていうこともありま

す。それは当初なかなか想定もできなかったこともありますので、やはりボランティア

の方々は食べるものとかいろんなもん持ってこられますが、どうしてもトイレとかって

いうのは持ってこられませんので、そういったことを今後配慮していかんとあかんのか

なというようなことを今回の件で勉強をさせていただきました。それ以外にもいろんな

意見などもいただいておりますので、そういったものも今後に生かせるように、もちろ

んそれは社会福祉協議会のボランティアセンターで生かしていただくっていうこともあ

りますけれども、役場としてもそういった声を十分次に生かせるように対応していきた

いと、このように思っておりますのでよろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    ありがとうございます。災害から半年ほどたちまして、今、

河川、道路等急ピッチでいろんな工事が町内至るところでされていて、何とか原状復帰

という状況になってます。ただ、あと半年たてばまた同じ状況が、雨が降るか分からな

いっていうことも考えられます。今いろんなことを質問しましたけども、そのときも早
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急な結論もしくは行動ができるようによろしくお願いします。 

  それでは、次のＤＸについて質問したいと思います。 

  まず一つ目、町民のために利便性があるようにっておっしゃってくれてます。先ほど

もオンライン申請等々は効果があるっておっしゃってました。ちなみにオンラインの申

請っていうのは大体、例えば今年でも去年でもいいんですけど、全部の申請中どの程度

がオンラインで申請されてるんでしょう、数字分かりますか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    藤井議員の御質問でございますが、オンライン申請の件

数までは、すみませんちょっと把握はしてございません。かなり件数はあるとは思うん

ですけども、件数まではちょっと把握しておりませんので申し訳ございません。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    今なぜ数字を聞いたかっていいますと、いつもそうなんです

けども、そういうデジタルに弱い年代、年齢、こういう言い方したらいいのかどうかち

ょっと分かりませんけれども、その方々にとってはなかなかそういう恩恵が感じられて

いない。やはり現場行かなきゃならない。その現場行くと、また話先ほどの最初のほう

に戻りますけども、同じ課じゃなくて、幾つも課をまたがないといろんな書類が手に入

らないと、そういう方にとってはオンラインとか今のＤＸの恩恵はなかなか被っていな

い。身に感じていないっていうお話はよく聞きます。だから、いろんな面で若い方々が

そういう面で、夜でもどこでも取れる、これは確かに便利だと思うんですけども、そう

いう方々がすごく便利を感じるために、窓口へ行けば、さっき言いましたように１か所

で済むような、そういう付近のＤＸっていうのは、要は縦じゃなくて横の情報の一元化

っていうのはできてはないんでしょうか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    そういうスマートフォンを利用しにくいという方の対応

についてでございますけれども、まず、そういう方たちのために今デジタルデバイド事

業ということでスマートフォン教室を随時開催しております。現時点で延べで、始まっ

て以来なんですけど、回数にして４５回、回数を行っておりまして、受講者数は延べ４

０６人という実績でございます。令和５年度につきましては２４回も行っておりまして

受講者数は延べ２１５人の受講者があるということで、徐々にそういう高齢者の方、使

われない方の、使いやすくということで、そういう教室も対策は行っております。ただ、
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それでもやはりカバーできない方、もともとスマートフォン持ってないとか、そういう

方もいらっしゃると思います。ただそのときの総合窓口みたいな形なんですけども、や

はり当町みたいなところでは、なかなか総合窓口っていうのは難しいんですが、なるべ

くきめ細かなサービスをできるように、１か所でなかなかどうしても、保健福祉課とか

っていうのが出先になってきますんで、ただ、できる部分はＤＸも用いてやり取りをし

ながら、なるべく１か所でできるようなことは努力はしてございますので御理解いただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    その横の情報という形で、１点だけ具体的な例がありました

ので、状況をお話してお伺いするんですけども、今年の夏、高齢の方が取引先の金融機

関が変わったので届けて欲しいよってことで、僕じゃないんですが僕の身近な者が、住

民課のほうはこうこうで変わったんですよっていう御連絡をさせてもらいました。それ

で当然その方々の金融機関が変わった場合、税務課、保健福祉課、総務課、それぞれい

ろんなところからいろんな情報とかいろんな振り込んでくださいね、振り込みますよっ

ていう話が来る中で統一化されてるんかなと思いましたら、後に福祉課のほうから連絡

があったのは、前の口座のほうへ何々してください、何々しますよっていう状況が来た

んですね。これは、基本的には、申し訳ないんですけども、我々町民は各課へ全部行か

なければならない、まさかそういうことはないと思うんですけど、その付近はどういう

状況でしょう。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    ただいまの藤井議員の御質問でございます。 

  口座情報につきましては、もちろん当町のほうで一元管理をしてございます。もちろ

ん変更あった場合は変更あったということは分かってる課から会計課へ報告を行いまし

て、それで一括管理をしてございます。ただ、１人の方でも幾つか口座を持たれてるっ

ていう場合もありますんで、その方がどの口座を使われるかっていうのはなかなかちょ

っと把握しにくいとこあるんですけども、それはそのときのその人によって、この分に

ついてはこの口座へ、この分についてはこの口座へという方で、もしかしたら変えたい

という方もいらっしゃるかも分かりませんので、その辺はちょっと個々にという対応に

なってくるかと思いますけども、情報の一元化については行ってございます。 
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  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    具体的な例になって申し訳ないです。ある程度デジタルに近

いと思って質問するんですけど、その方は口座は一つしか持っていませんし取扱い金融

機関は当然一つです。ということは、これはもうデジタル以前の問題っていうことです

ね。こうこうで書いてるんですよって言ったら、いや担当の者がおらんからちょっと分

かりませんっておっしゃられたそうなんで、ちょっといかにもと思いました。結局ＤＸ

以前の問題っていう把握ですね、これは、ということでよろしいでしょうか。 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

○総務課長（坂 詳吾）    申し訳ございません。そういうことの事実でございまし

たら、そこはやはりＤＸ以前の問題。職員の対応の関係かと思いますので、その辺は十

分また注意していきたいと思いますので御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    最後に、ＤＸというのは本当に言葉が先行してなかなか体感

として分かりづらいのが、僕はもう高齢だから当然かも分かりませんけども、僕より高

齢の方は当然何のことや分からないとおっしゃってます。申し訳ないんですけども。僕

らもついていけないとこは多分にあります。だから、それはそれでよく分かる。たまた

まそういう過渡期の間は仕方がないと思うんですけれども、かといってそういうついて

行けない、行きづらい方々のサービスが置いてけぼりにならないように、今後ともぜひ

きめ細やかな、全ての年代に使いやすい窓口になるようにお願いしたいと思います。一

言だけその思いを聞かせていただいて終わりにしたいと思います。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    ありがとうございます。おっしゃるとおりＤＸってなかなか、

Ｘという辺りは特に分からないと、デジタルって言われてもデジタルって何のこととい

う方ももちろんいらっしゃるかなと思います。これは今の時代デジタルというのはそこ

らじゅうにあふれておるんですが、デジタルを活用するのが目的ではなくて、デジタル

で何が改革なり変革できていくんかなっていうことなので、ずっと言われているように、

これはあくまでも住民の方々の利便性を向上するということが大きな目的でありますの

で、そこらは我々もＤＸ、ＤＸじゃなくて、これはだから皆さんが使うことによって利
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便性が向上していくんだよっていう辺りの説明っていうんですかね、そこらは分かりや

すく説明していかなければいけないかなというふうには思っておりますので、今後も心

得ていきたいなと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    以上で、藤井基彰議員の質問を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午後 ０時３８分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時５７分） 

○議長（美野勝男）    続いて、１１番、美濃良和議員。 

（１１番 美濃良和 登壇） 

○１１番（美濃良和）    それでは、議長さんのお許しを得まして一般質問をさせて

いただきます。 

  まず初めに、北行きの道への取組についてお聞きしたいと思います。 

  合併前の野上町、美里町の時代、北行きの道として関空へ向けての道路計画が進めら

れ、サン・リゾートラインと名づけられましたが、トンネルを４本も抜くという大きな

工事で山田ダムまで完成されました。しかしこの道路はこのままストップしてしまい、

当初、野上、美里、桃山の３町による計画は、桃山工業団地までその計画が到着せずに

終わっています。この計画が完成すれば、関空や京奈和へと進めていけるなど、今後の

町の東部にとって、また紀美野町にとって活路を見出せるのではないでしょうか。町と

してそのための運動が必要と考えますが、町長の見解をお聞きしたいと思います。 

  ２点目、次に、外部委託についてお聞きいたします。 

  包括的民間委託としてシダックスに５業務が委託されてきました。ここにきて委託先

のシダックスが放漫経営の結果経営破綻し、オイシックスに吸収されたようであります。

紀美野町が委託した頃には、相当経営が悪くなっていた頃であったかというふうに思い

ますが、町として相手方の経営状況も確認せずに委託を決定されたのでしょうか、その

経過をお聞きします。また、５業務は今後どのようなことになっていくのかお聞きした
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いと思います。 

  次に、学校給食についてお聞きいたします。 

  学校給食については、現在、野上小学校と下神野小学校で調理し、他の３校へ配送す

るという親子方式という形式が取られています。言うまでもなく自校方式が一番いいと

いうのは、以前からの町の方針であったかというふうに思います。今後、野上小学校の

現在の給食調理室がなくなっていくということで、新たなものの建設に伴いどのような

ことを考えておられるのかお聞きします。 

  最後に、食料自給率の向上に向けての取組についてお聞きいたします。 

  食料自給率が、１９６１年の農業基本法以来下がり続けて、現代ではカロリー自給率

が３８％と言われています。しかし実際は、畜産の餌や種までが輸入ということから、

それらを計算に入れますと１０％とも言われています。外国に依存してきましたが、ウ

クライナ戦争から食料輸入が厳しくなり、今後の対策が急務になってきました。何にし

てもですね、今まで経済大国日本、貿易によってたくさんのお金ができましたから、そ

れで外国の農産物をまさにほっぺたを札束で張りまわすような形で輸入してきたんです

けれども、もう今から１０年ほど前から、日本は貿易赤字ということになってきて、そ

の財源もないというふうな状況になってきています。 

  このようなことの中で、町民の皆さん方の暮らし、生活を守っていく立場からとして

も、町内での食料の増産、また国に対してこのことを求める働きかけが必要と思います。

町の見解をお聞きしたいと思います。 

  以上４点よろしくお願いいたします。 

（１１番 美濃良和 降壇） 

○議長（美野勝男）    それでは、美濃良和議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

  米田建設課長。 

（建設課長 米田和弘 登壇） 

○建設課長（米田和弘）    私からは、美濃良和議員の御質問の１番目の北行きの道

への取組についてお答えさせていただきます。 

  広域的な移動のための手段である国道３７０号や県道及び各集落を結ぶ生活道路は、

地域振興、地域活性化のためには欠かすことのできない大切な地域資源であります。 

  現在、和歌山県により、町民の皆さんの長年の願いであった国道３７０号道路改良工
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事が急ピッチで進められ、東西のアクセスが飛躍的に向上され、地域に大きな希望と夢

を与えていただいています。また、北へは県道岩出野上線、南へは県道野上清水線など

順次改良、改修工事等が進められているところでございます。 

  また、町道においても釜滝柴目線道路改良工事が順次進められ、完成の暁には、町内

周遊ルート確立による観光振興など地域活性化に寄与し、災害発生時の緊急輸送の強化

が期待されるところであります。 

  町の北の玄関口として整備された町道サン・リゾートラインは、山田ダム沿いの県道

垣内貴志川線の改良工事等が完成したことにより大変有用な道路となっております。議

員御質問のそこから北上の道路計画は、過去に耳にしたことはございますが、現在は止

まっているようでございます。 

  地域の方の希望と夢を育むために、関係地域として、紀の川市に地域の声や実情を説

明し、要望してまいりたいと考えます。 

  以上、北行きの道への取組についての答弁とさせていただきます。 

（建設課長 米田和弘 降壇） 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

（教育次長 曲里充司 登壇） 

○教育次長（曲里充司）    美濃議員の２問目の外部委託について、３問目の学校給

食についてお答えさせていただきます。 

  まず、外部委託についてお答えさせていただきます。 

  シダックス株式会社は、オイシックス株式会社との友好関係に基づいた出資を受け、

非上場化を行い、シダックスはオイシックスの連結子会社となります。しかし、現経営

陣、事業体、社員に変更はなく、契約主体、事業担当者を含めた事業運営体制について

も変更ないと報告を受けております。 

  業者選定時には、２０２０年から２０２１年、２０２１年から２０２２年の２年期分

の財務諸表の提出を求め、特に問題がないことを確認しております。今後も４業務につ

いては、引き続き業務委託を続けてまいります。 

  以上、外部委託についての答弁とさせていただきます。 

  続きまして、美濃議員の３問目の学校給食についてお答えさせていただきます。 

  現在、共同調理場として、新給食棟建設に向け、設計業務に取り組んでいるところで

す。今後、令和６年度で工事を行い、令和７年度中の給食の供用開始を目指しておりま
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す。新給食棟完成後は町内１調理場とし、町内全小・中学校分の給食を調理し、町内各

小・中学校へ配送を行ってまいります。 

  今後も引き続き、学校給食の調理につきましては、業者へ委託することなく町直営で

行ってまいります。 

  以上、学校給食についての答弁とさせていただきます。 

（教育次長 曲里充司 降壇） 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

（産業課長 吉見將人 登壇） 

○産業課長（吉見將人）    私のほうからは４番目の食料自給率の向上に向けての取

組についての御質問にお答えさせていただきます。 

  ロシアがウクライナに侵攻したことによる市場の混乱は日本でも影響がございます。 

  さて、日本のカロリーベースにおける食料自給率は約３８％でございます。 

  また、和歌山県のカロリーベースにおける食料自給率は約２９％と低い数値となって

います。県の数値が低い理由は、カロリーの高い穀物類の生産が低いためであると思わ

れます。逆に、和歌山県の生産額ベースの自給率は、単価の高い果実生産が多いため１

１０％と高い数値でございまして、当町も同様の状況であると思われます。 

  さて、町内での食料の増産についてですが、カロリーベースにおける自給率を上げる

ためには、果樹等から穀物生産に転換することが必要になります。しかし、穀物生産は、

当町の場合、中山間地で平地が少ないため生産量が低く、収益につながらないことから、

耕作転換することは非常に難しいものと考えてございます。基本的に農業は適地適作で

ございますので、これを基本に農業政策を進める必要があると考えてございます。 

  今後におきましても、国・県の農業政策に加え、町の農業経営支援制度をはじめとし

た農業支援を継続することで、農地を守るために努めてまいりたいと考えてございます。 

  また、国に対する働きかけでございますが、令和４年１２月に食料安全保障強化政策

大綱が国で策定され、農産物や生産資材の過度な輸入依存から脱却することを目的とし、

小麦や大豆など国内生産の拡大に取り組むこととされてございますので、御理解くださ

いますようよろしくお願いいたします。 

  以上、簡単ではございますが、食料自給率の向上に向けての取組についての答弁とさ

せていただきます。 

（産業課長 吉見將人 降壇） 
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○議長（美野勝男）    以上で、１回目の答弁が終わりました。 

  これより自席で起立して質問、答弁をしてください。 

  １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    それでは、１回目の答弁をいただきまして質問をしてまい

りたいと思います。 

  北行きの道というふうに当時言われておったんですけれども、サン・リゾートライン

というふうに名前をいただいてるかというふうに思います。これが今現在言われるよう

に、あれは銚子の口というんですか、山田ダムのところで止まってしまってると。残念

ながらあれは、本来ならば、工業団地へ行くというふうなことで、３町の間での話も決

まっておったようなんですけれども止まってしまってると。 

  それからこれが１点、それとも一つは、関空とかあっちの方に向けてですね、紀の川

を越えた向こうのことについては現在どうなっていますか。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    それではお答えいたします。 

  紀の川市の付近です。その辺りにつきましては、県道泉佐野岩出線等整備促進期成同

盟会と京奈和関空連絡道と、そういった協議会で今協議させていただいておるところで

ございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    やっぱり一つは、町の発展というのは一つには何と言って

も内発的発展というふうに言われますけれども、その町の中でどのように発展させてい

くんかという努力が必要になってきますけれども、それと同時に、やはりそういうハー

ド的なアクセスの問題も大事になってくるかというふうに思います。 

  それで、今言われましたけれども、紀の川以北についてですね、これはもう向こうの

ほうでやってられる、うちのほうの意見については、それには乗っていくということに

ついてはないんですか。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    先ほど申しました期成同盟会であったり、関空連絡道の

協議会であったりっていう部分については、紀美野町も参加していろいろと意見を申し

ているところではございます。ただ、いかんせん何ていうか、具体的に紀美野町への部
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分については、まだ見えていないところではあります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    向こうに向けての協議会もできてきてるというふうなこと

も聞くんですけれども、そういうものはないんですか。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    協議会っていうのがちょっとあれなんですけれども、具

体的にそういったものは現在のところはございません。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    ないんですか。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    美濃議員、その協議会って、何て言うんかな。サン・リ

ゾートからの話。 

（発言する者あり） 

○議長（美野勝男）    暫時休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時１５分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１５分） 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    今、北の、そちらに向いての動きがあるというふうに聞い

ています。うちの町としてですね、そこのところについて、やはりせっかくあそこまで

来た道路ですから、それをいかにアクセスしていくんかということが大事かというふう

に思うんですけれども、以前ですね、寺本町長のときに区長さん方も町長に陳情いたし

まして、ぜひそれを続けてもらいたいと、そういうふうな会も持ってくれました。その

辺のことについてどうなっていますかね。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 
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○町長（小川裕康）    ただいま言われた区長さん方の要望ということは、私もそれ

は承知しております。最初に議員言われた合併前の旧の桃山、野上、美里でそんな計画

があったっていうことは、それは承知はしておりませんけれども、その後合併がござい

ました。一つには紀の海というごみ処理場の建設というような大きな２市１町で計画が

進んでいて今に至ってるんですが、その計画の中でごみの搬入道路の件でどうするかっ

ていうような一つの大きな課題があります。もともとの道は生活道路でありますので、

その道路ではなくて、ごみの収集車のできたら専用の搬入道路っていうのは必要じゃな

いかっていうのは紀の海の中でいろいろ協議されました。その折に、搬入道路というこ

とで幾つかの案があった中に、最終的には、今工業団地の中を通っていく道路もありま

すし、議員が言われた北の道ということで、山田ダムから紀の国というゴルフ場のとこ

ろを通って北向いていくというような、そういう案もありました。そこで非常に協議さ

れた中で、最終的に今の現道が採用され、それが整備されて今使われているところであ

りますが、それは費用的な形で今の現道が一番安くできるということでそれをされたっ

ていうことでございます。その折に、議員が言われてる北の道路っていう、紀の国のゴ

ルフ場の前を通って北進するという構想的なものもございましたので、そういう話はそ

こで最終なくなったっていうものではなかったと記憶してます。 

  その後、区長さん方で、やはりあれができたらうれしいということで、区長さん方の

連名で、当時の紀の川市長宛に要望書を提出されたっていうことはございました。それ

は区長会から要望されたということで承知しております。その要望は前の紀の川市長に

要望書を提出されておるというのは承知しておりますが、その後それがどう動いてるか

とかっていうのは、先ほど課長が答弁したように止まってるということであるというふ

うに思っております。 

  それについては、先ほど課長も答弁申し上げましたけども、できたら要望をしてまい

りたいというふうなところであり、場所的には、紀の川市内でありますので、これは紀

の川市のほうでっていうことになりますので、財政上難しいとは思いますけども、そう

いう要望はしていきたいなというふうに認識を持っているところです。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    ごみ焼却場については、議会も全員協議会の場でその線の

話があったかというふうに思います。その前に言いましたように、山田ダムからもう少
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し橋の下りた辺りですね、あそこをさらに野田原寄りに寄った後、第２工業団地のほう

へという線があって、それが消えたということで、区長さんが当時の寺本町長に陳情す

ると、その話を紀の川市へつないでくれということで陳情があって、私も同席させても

らったんですけれども、そういうことがありました。 

  今言われるゴルフ場、それから養鶏場のそばを通っていく道路というのはかなり狭い

ものであって、そこのところの話は当時から出てなかったというふうに思いますけれど

も、その辺についてはどうでしょうか。今ある話はゴルフ場のほうを通るからという話

ですか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    先ほど申し上げたように、紀の海のごみ処理場を建設してい

く中で、ごみの集じん車の搬入道路をどうするかという大きな課題の中での一つの案と

して、私が申し上げた紀の国ゴルフ場と上平養鶏場の間のところを北進していってって

いう案があったということでございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    このことについて、先ほど課長さんのほうから、紀の川市

のほうへ働きかけがされていくというふうなことでありますけれども、そういうことで

のこれからの運動というようなことについてはどうなっていますか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    議員言われたようにその働きかけ、町としてもあの道ができ

れば大変、大変有用な道であるとは思います。要望していくことは大変大事なことであ

ります。 

  ただ、以前、紀の川市長に要望書を提出したときには前市長でございましたので、今

の新しい市長はきっとそれを認識はしてないかなと思いますので、まずはそういった過

去からの経緯も含めて、できたらお願いしたいよっていう辺りは、そこから始めていか

なければいけないんじゃないかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    何にしても紀美野町は非常に東西に長い町になっています。

そういうふうな状況の中で、今答弁の中で言われた県道の紀の川へ現在ある道路、これ



－６１－ 

は野上町時代にもかなりそれを具体的に進められておりましたけれども、東部のほうで

もこういうふうに野上町と協力して、またさらに桃山町も入れた３町で運動やっておっ

たのが止まってしまったと。ここのところをもう一回動き出すということについてです

ね、進めていくということについて、今の答弁で進めていくということでよろしいです

かね。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    当時合併前でございましたので、旧の桃山町、美里町、野上

町という時代の話と、今現在は紀の川市と紀美野町ということになりますので、どうい

う形で進めていくかは別として、まずは現在の紀の川市長に対しても、そのお話を申し

上げて、その有用性というものを説明していく必要があるんではないかと思います。で

すからそれについては、また私のほうから紀の川市長のほうへもお話を持っていきたい

なと、このように思います。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    今日はこういうことでよろしく願いたいと思います。 

  それで、次に移りたいと思います。外部委託についてでございます。 

  答弁では、２０２０年から２年間の様子を見ていると、シダックスについて経営が悪

化しているというふうなことが見られなかったと。そういうふうな中で結んだというこ

とであります。今、シダックスという子会社が経営してるんですけれども、気になるん

ですが、この間聞いてみましたら、高野町のシダックスが学童保育とそれから給食につ

いて委託されたと、そういうふうなことになっているようですね。この紀美野町の学童

保育の先生が高野へ来てくれということで応援に行ったようなんですけれども、紀美野

町として会計年度の職員さんたちがシダックスの職員だったと。そしてその人たちの待

遇を落とさないでくれということで、町がさらに１,０００万のお金をシダックスに渡

しているわけですよね。そういう中で、我々はシダックスが紀美野町の委託という形で

もって紀美野町を応援してくれるんだと、こういうふうに思っておったのが、要するに

シダックスの会社の職員になって、シダックスの経営方針の基に４０人余りの方々が働

かなければならんということになってるんではないですか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    美濃議員の御質問にお答えします。 

  美濃議員言われたように高野町の給食、学童業務についてシダックスのほうは受託さ
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れているようです。ですが、もともと紀美野町の学童はレベルを落とさずというか、ロ

ーテーションもあって自然と休む日もあります。その休む日に働きたいという要望の方

もいらっしゃいますので、その方が働き口としてほかの市町村へも行かれるということ

で、その人にとっては所得が増えるという、そういうふうな状況にはなっておると聞い

ております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    その認識であるんですか。でも私はそういうふうに聞いて

ないんですけれども、要はですね、このシダックスが事業を展開する上で人手が足りな

いってことは、どこのこういうふうな会社もそのような状態であると思います。そうい

うことから、シダックスとして考えるならば、私の想像もありますが、例えば白浜町で

もシダックスがやってますよね。あちらでは給食やその他、もういろんなものをシダッ

クスがやっているようなんですけれども、極端に言うならば、白浜のほうの人手が足り

ん場合にうちからでもどこからでも、シダックスの会社の職員であるならば行かなきゃ

ならんと、こういうことになるんではないですか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    あくまで行くか行かないかはそれぞれ本人に確認した上

で対応しているということで聞いております。今の事情も逆も言えまして、町内に人が

足らないときには他市町村からの応援もするということで、そういうふうな意味で業者

委託をやってる利点も発生するとは思っております。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    だったら１,０００万円を現在働いている方々に追加して

払って確保していくと、そういうことのほうが具体的ではないですか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    これ包括委託導入から何回も言わせていただいてますが、

なかなか業種によってこちらが募集しても人手を確保することができないということで、

今回業者の力をお借りしてマンパワーの確保を行っているということでございます。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    それはどことも人手不足中という問題はあるわけですね。 

  聞いた話では、紀美野においてはそういうふうな問題はなかったと。そういうふうに
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聞いてるんですけれども、それで、待遇改善を考えていくならば、あえてよその会社に

頼まなければならんということにならんのではないですか。あくまでも紀美野町の職員

として働いてもらうということについてはできるはずでございますけれども、それにつ

いては、何かそういう会社というのは納得いきませんけれども、その辺についてもう一

度お聞きしたいと思います。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    今までも申し上げさせていただきましたが、なかなか募

集で人手も集まらずに、こちらの職員が直接学童の支援に回ったりということも度々あ

りました。そういうふうな状況もありますし、今回学童保育であれば民間の力を使った

特色ある学童保育を実施していただけるということでお願いしていることもあります。

例えば学童保育であれば、ハグノートというシステムを使って情報の伝達をしたり、出

席、欠席の連絡もできるような形にはなっております。また、今年度、夏休みからは土

曜保育の実施にもつなげているということで、民間の力を十分に今お借りして発揮して

いるというような状況にはなってると思います。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    土曜保育が始まると、それはそれで要望あるならば大いに

結構だと思うんですけれども、人がない、人がないということですけれども、これ何で

しょう、人がないのはどこともですよね。さっきの広島のホーユーのように、それがた

めに事業が展開できなくなってきてると。これはどこでも起こっている問題であるし、

であるならば、待遇改善をしていくことが一番その対策ではないんですか。だからシダ

ックスに１,０００万渡して確保してもらって、そういって他の自治体の仕事もするよ

うなことよりも、紀美野町の職員として紀美野町のサービスの提供のために、町民の皆

さん方への提供とする意味で、そういう人の確保ということは、実際お金使ってるんで

すから、そういうふうな方向に転換できませんか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    先ほどの答弁と何回も重なりますが、今回民間委託する

ことによって学童の特色も出てきてると思っております。それも必要なことですし、一

番は安定的にマンパワーを確保するということで、今までずっと募集はかけておりまし

たがなかなか欠員が続くという状況です。それがちょっと安定的な事業運営にはもうつ

ながらないということで、どうしても企業さんの力をお借りして、今回委託することに
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よって安定的に事業運営ができていると、そういうふうな形で認識しております。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    マンパワー、その辺はシダックスが十分に安定的にやれて

るというふうなことになってるんですか。どこともこういうふうな業種の仕事は人手不

足で困ってるというふうに聞きます。せっかくの紀美野町の１,０００万という大事な

お金を使うならば働く人にもらってもらう、そして、それで別にうちの町内だけでもな

く、海南から働きに来てくれる人があるならばそれで働いてもらうと、そういうふうな

方向に進めてこそではないですか。いかがですか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    私就任してもう６年目になりますが、その間いろいろな

募集の仕方を工夫しながら人の確保に当たってまいりました。ですが、なかなか少子高

齢化もあって人口減少が続いているということで、特に人集めっていうのは非常に苦慮

していたところです。企業さんとしても受託実績が多くなれば横のつながりも出てきま

すので、それぞれ人がお互いに出入りしながら、安定的にマンパワーを確保しながら事

業の継続ができるということで、今回委託事業を選んでいるという状況でございます。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    待遇改善ということについてはやられたんですか。先ほど

シダックスに１,０００万出すというふうなことをやってるんですから、それを待遇改

善のほうに回すということについてはいかがですか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    シダックスへ委託するときにこちらの報酬体系も説明し

た上で、シダックスさんのほうが新しい報酬の単価を設定して支給はしていただいてま

す。人によりますけども、現状維持以上の待遇はあると考えております。 

（発言する者あり） 

○教育次長（曲里充司）    シダックス独自の報酬の単価を設定しておりますので、

基準がうちの報酬単価にはなりますが、シダックス独自で報酬を支払っていただいてる

という人も中にはいらっしゃいます。 

（発言する者あり） 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 
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（午後 ２時３７分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３８分） 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    結局、委託料がシダックスに入り、それにプラス１,００

０万のお金がシダックスに入っている中で、今次長さん言われたそういう上乗せができ

てると、そういうことになってるわけですね。それであるならば、その１,０００万を

活用すればさらに上乗せができるという、そういうことになるんじゃないですか。具体

的にシダックスになって、特別にたくさんの人がうちの町に仕事で来てくれてるという

ようなことにはなってないんではないですか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    シダックスになっても現状維持はできているということ

にはなるかと思います。もちろん、例えばバスの運転で欠員が出ても、シダックスの会

社のほうから応援はいただいてるという形で現在も運営はできていると考えております。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    では、具体的には先ほどから聞いているように、１,００

０万というシダックスへ行っているお金を委託じゃなくて、町の会計年度任用職員なり

なんなりの方にアップして募集をしていくということについては、やったこともないし、

今も考えてないと、そういうようなことになるわけですか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    ちょっと質問の趣旨が分かりにくいところもあるんです

けども、今後、今年度を含めて３年間は引き続き業務の委託を続けるということで現在

は考えさせていただいております。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    それでは３年後ですか、現在の契約が終わった段階で、次

の段階として、そういうふうに直営て言ったら何ですか、町の職員として迎えて業務や

ってもらうと、そういうようなことも検討に入るわけですね。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 
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○教育次長（曲里充司）    選択肢は多分いろいろあると思われます。美濃議員おっ

しゃられていることも一つの選択肢ですし、また外部委託を続けるというのも選択肢で

ございます。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    非常に何ていうんですか、納得しにくい部分で、非常に分

かりにくいんですけれども、しかしですね、やっぱり人手不足っていうのはもうどこで

もあることで、シダックスも今度本当にいつまでも人が集められるかということについ

ても、非常に難しい問題があるというふうに思います。であるならば、やはり一番の問

題解決策としても考えられるのが待遇の改善ですよね。町の会計年度職員さん、元の形

で、待遇を改善した形で働いてもらうと、そういうことが一番必要ではないかというふ

うに思いますけれども、その辺についてはどうでしょうか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    議員御提案の待遇の改善ですが、マンパワーを確保する

ための一つの要素とはなりますが、待遇改善でまた来ていただけるかどうかっていうの

は、ちょっと何とも申し上げにくいところではあると考えております。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    ぜひともそっちのほうにやっていただきたいと思うんです

けれども、３年先ですか、ぜひその方向でやっていただくということも検討していただ

けるようなので、とりあえず今日はこれで置いて、次に学校給食について聞きたいと思

います。 

  先ほどからの答弁もありましたけれどもセンター方式と、そういう方向で考えられて

いるようであります。基本的に、今は２校は炊いてるという状況であるかというふうに

思うんですが、これはもう各学校、現在は小学校あと１校、小川小学校だけなんですよ

ね。各学校で炊いていくということについて、センター方式よりも自校方式がいいとい

う、そういうふうなことについては今までもそうであったというふうに思うんですけれ

ども、その辺についてはどうなんですか。自校方式について。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    過疎計画のときにも議員触れられているとは思うんです

が、平成２８年の過疎計画からでも既に共同調理場の検討ということでその内容をうた

っております。どうしても今後の児童生徒数の推移を考え、それが先ほども話が出てき
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ているマンパワーが不足するということも考え、どうしても安定的に給食調理場を運営

するということで、今後１調理場が適切ではないかということで、今回同調理場を整備

するということで進めさせていただいております。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    人手がないって状況が、教育委員会におられる方々はその

辺の実情というのは一番感じられてるんか知りませんけれども、我々から見た場合、か

なりたくさんの会計年度任用職員の方々が働いておられると。その方々の条件っていう

のは何でしょう、最低賃金今９２９円ですか。それに近い状態で働いてるんではないで

すか。その金額は幾らですか。 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午後 ２時４６分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を再開します。 

（午後 ２時４９分） 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    すみません。お待たせしました。現在のところ、給食調

理員で調理師の免許を持たない方の単価が１,０８５円から１,１２１円になります。同

じく今度資格を持っている、調理師免許を持たれてる方で１,２０３円から１,２３２円

の間の単価にはなります。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    そういうことで、やはりこの金額であったならば、月にし

て、大体８,０００円ぐらいになるんですか、１日。すると、８,０００円行きますかね。

大体月にして幾らぐらい。普通それで生活をしていくということについて十分であるか

どうか、そこのところの見極めはどんなもんですか。３０日働きませんからね。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    一番低い方で、大体１日７時間半勤務で、月２０日ぐら

いで大体１６万ぐらいの金額にはなります。金額もそれぞれ御家庭の事情によってちょ

っと感じ方も変わりますが１６万少しぐらいの金額にはなると思います。 
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○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    １６万で生活をするということになってくると大変厳しい

ものがあるかというふうに思います。やはりここのところの改善をどうするんかってこ

とが一番の問題であって、それが人が集まらんからという形で町の運営の方法に持って

くるとそこに矛盾が出てくるんではないでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東中教育長。 

○教育長（東中啓吉）    今、美濃議員のおっしゃる待遇改善っていうね、これはど

の職種でも言えることであるかなというふうに思います。特に給食の場合は、今先ほど

自校方式とか親子方式とかって言われてますけども、今、実際は町内５校の学校を２校

で作って運んでいると、配送しているという。近隣の学校のものを作って運ぶという親

子方式と言われるもんですけども、その方式でやっています。給食調理棟も非常に古く

なってきてね、調理員の働く環境とかそういうのをやっぱり改善していかないと、事故

やけがも起こる可能性もあるし、衛生面でももっと新しい設備を導入してやっていきた

いと、そういうことから２校で作ってるのを一つのところにまとめて給食調理棟をね、

共同調理っていう形になるんですけどもやっていこう。働いている方々については、今

２か所で働いてくれてるんですけども、その方々１か所に寄っていただいて、結局１か

所で作って配送していくと。今の２校で作って配送するのが１校で作って配送すると、

１校というか一つの調理場で作って配送するという形になっていきます。それで、働く

人のこともありますし、賃金の話もありますけども、働く環境のこと、それからこども

たちによりおいしい安全な給食を届けること、そういう事もいろいろなことを考えなが

ら調理場を建設していくということに今方向でなっているわけです。 

  調理員の方々については、なかなか募集しても集まらないということもありますが、

今度一つのところで、そういったよりよい環境で働けるとなったら、また応募してくれ

る方も増えるんじゃないかなというふうに期待しているところです。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    今答弁いただいたんですけれども、そういうことで言われ

るようにですね、こどもたちの安全とかいろんな点も考えておられるということでござ

います。しかし、今建て替える部分については、野上小学校の施設がもう古くなったか

ら建て替えなきゃならんと。そういうことで、野中のプールを壊してその後に建てると
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いうふうな計画のようでありますけれども、現在もう一つ下神野小学校における給食で

すね。何年かたったら古くなるというふうなことで以前から説明を受けてるんですけれ

ども、しかし、できる限り自校方式というふうに言われる各学校で炊いていくというこ

とが望ましいんではないかというふうに思うんです。小学校３校ありますから、本来な

らば３校でそれぞれ炊くということが私は望ましいというふうに思いますけれども、た

だ単に人が少ないからということでは私は言い切れないというふうに思うんです。そう

いうふうなことでの考えは、計画の中で入れてもらえるかどうか、その辺についてどう

でしょうか。 

○議長（美野勝男）    東中教育長。 

○教育長（東中啓吉）    野上小学校の給食棟は確かに古いし、下神野小学校ももう

かなり古くなってきてます。下神野小学校だけでも残してやればいいんじゃないかとい

う御意見かと思うんですけども、今度新しく共同調理場を造るためには、やっぱり最新

の設備とか、あるいは働く人が働きやすい環境をいかに整えるかというふうなことに視

点を置いてやっています。下神野小学校の給食調理場で働いてる方々もそのような環境

の中で働いていただきたいということもあります。ある程度の人数があれば、もっと効

果的にいろんな食材を調理したりとかいうこともできます。そういった観点で、下神野

小学校の給食調理場と、それから野上小学校の給食調理場をもう一つにまとめて、最新

の設備でもって給食を調理していくと、そういう方向に今考えているところです。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    いろいろとお考えであることが分かりました。やはりこう

いうことについても、やはりこどもたち、あるいは保護者の皆さん方の御意見を聞くと

いうことについては、どうでしょうか。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    美濃議員の御質問にお答えします 

  今年、教育懇談会というの文化センターのほうで開催をさせていただきました。その

席上、この給食の話にも触れさせていただいて、共同調理場を今回整備して下神野小学

校、野上小学校のそれぞれ調理場を閉鎖して１調理場にしますということで説明をさせ

ていただきました。ですが、その部分についての異論というか反論というかそういうよ

うなものは何もいただくことはありませんでした。 

  以上です。 
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○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    異論がなかったということでございますけれども、その辺

はそれでよろしいんですか。そういうふうな聞くべき、そういうふうな会であったのか

どうか。そこのところを、求めるということについてもう一度やっていくことが必要で

はないかというふうに思いますがいかがでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東中教育長。 

○教育長（東中啓吉）    今次長のほうからお話させてもらったように、その話もさ

せていただきました。というのは、給食共同調理場を造るんやてっていうことでね、非

常にどうなるんやと、業者に委託するんじゃないかと、そういうふうな不安がどうもあ

るようだったので、その場でこのお話をさせていただきました。今作っていただいてる

給食調理員の方々にそのまま、また新しい最新の設備のところで作っていただくんです

というお話をさせていただきましたら、皆さん異論はなく、納得していただけたと思っ

ています。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    それでは、最初の答弁でもございましたけれども、学校給

食については、調理については直営でやると、そういうことでよろしいんですね。 

○議長（美野勝男）    東中教育長。 

○教育長（東中啓吉）    そういう方針でやっています。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    それでは次に移りたいと思います。 

  食料自給率の向上に向けての取組ですね。これについては、この紀美野町というのは、

山間地でございまして、非常に穀物を作る上では厳しいところであります。しかし、今

大変な状況になってきていることは確かで、どんどんとよそから食料が買えるというよ

うな状況が続かんわけですね。中国とアメリカが輸入国になったんですよね、食料の。

しかも、一番中心になる大豆が日本は３００万トンの買い付けやってるそうなんですが、

中国は１億トンで、中国がもう少し増やせば、日本が買い付ける３００万トンなんて消

えてしまうというような、そんな状況になっています。 

  さらに、今アメリカは今後、トウモロコシとか大豆とか、この穀物をバイオ発電の方

向に使っていくということで、２０５０年ですか、そういうような方向に向けていると

いうことで、ますます食料が減っていくと、そういうような問題があります。 
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  さきにも言いましたが、２０１１年からこっち日本も赤字国になってると、貿易赤字

の国になっていることから、今までどんどんと高くでも何でも買えたのが、買う金もも

うなくなってきてるような状況になってきています。 

  さらに日本の国の進める方向は輸出っていうんですね。この状況の中で。アメリカな

んかが欲しがってる日本のおいしい米を輸出するんだと。そういうふうなことで今進め

ようとしています。日本が国民が食べる物は輸入農産物を食べて、日本で作ったおいし

いものはアメリカへ売ると、これがこれからの農業の戦略だというんですけれども、こ

れも大変なことだと思います。そういうふうな点から今方向転換をしなければ、恐らく

近い将来大変になってくる。 

  先ほど言いましたように、日本の農家、米農家は時間給にすれば１０円なんですよ。

こんだけ安いもので米を作ってる、そういう農家が減っていくのは当然だというふうに

思います。 

  そんなことから食料の自給を目指して、もうこれほんまに先大変な状況の中で、国の

ほうに向けても方向転換を進めていくための働きかけというのは当然必要になってくる

かと思います。 

  それと同時に、この紀美野町にとって大変条件が悪いんですけれども、その中でもせ

めてある程度食べていける、その方策をとらなければならんかというふうに思いますが、

その辺について再度聞きたいと思います。 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

○産業課長（吉見將人）    美濃議員の再質問にお答えさせていただきます。 

  それぞれの耕作されている品目っていうのは、米であったり大豆であったり麦であっ

たり様々なものが作られている中で、米につきましては実際１００％達成しているかと

思います。日本国の備蓄米も大体１００万トン確保されていると思っております。もと

もと米については、昔は日本人の１人当たりの年間の消費量というのは１９６２年がピ

ークでございまして、その当時は１１８キロ、１人、１年間の消費が。それが、今の現

在の日本の消費量というのは１人５１キロまで落ちております。そういったことから、

実際米の生産につきましては、ピーク１９６７年には１,４４５万トン生産ございまし

たが、今現在での主食の米の生産量は６７５万トンというところまで落ちております。

実際に米から小麦等への転換が行われているというのが今の現状であります。実際に米

等については、うちの町内では耕作面積というは非常に狭いかと思います。ただ皆さん
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農家の方々もやっぱり生活していかなあかんということで、米よりも価格の高い果樹が

多く作られているというふうになっているかと思ってございます。 

  そういったことから、穀物に変換した場合、その方々の所得というのは非常に落ちる

ことになるかと思うんですが、その辺について、田んぼから小麦や麦への転作っていう

のは、それについては国から補助金というのがあるんですが、今現在について、その辺

については町内の農家を守るためにも、今ある果樹栽培されてる方は果樹をこのまま継

続して作っていただくっていうのが普通ではないかなと考えております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    そのやり方を変えようという、柿作ってる者に米作れと、

それはそれぞれのやり方があるというふうに思います。でも、紀美野町の田んぼなんて

いっぱい空いてますよ。それをどのように使ってもらうかってことで今考えなければ遅

くなってしまうと。 

  ちなみに、先ほど言いましたように、米農家の時給は１時間１０円と、そこが下がっ

てきてるわけですよね。また、米の値段ですね。今大体１万ちょっとですね、１俵６０

キロが、日本のものは。ところがアメリカからそれでも買わされてるんですよ。それが

１俵２万余りという、そういうとんでもない値段になっています。国の施策を変えれば

ですね、今まだ米を作ることによるお金というのが、農家へ入るお金が増やせることな

んですよね。今新自由主義っていいますね。岸田さんも首相になったときは新自由主義

が駄目だから、新しい資本主義を目指すんだと、新しい資本主義というものを定義する

と言いましたが、結局、新自由主義ですけれども、競争、競争で行けばそんなんなって

しまうんですよ。だから、安定的に供給するための値段を作る、そういうふうな方向を

変えるための施策を国に求めなければならないんではないですか。その辺はどうですか。 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

○産業課長（吉見將人）    まず、米につきましては確かに１００％です。カロリー

ベースで行きますと。国が目指しているのは、今不足しているもので行きますと、実際

に不足しているカロリーベースが低くしている原因っていうのは小麦です。小麦は約２

０％以下、それから大豆も２０％程度、それから果実が４０％ぐらいといったように、

米は１００であるんですが、その他のカロリーが高い穀物類の分につきましてはやはり

日本が低い。だから日本にとりましては、農地の田よりも畑への転換ということで進め
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ている。それが国が今うたっている、うたっているといいますか、いろいろ定めた要項

でしたかね、大綱でしたか、そういったことの中でうたってございまして、その方向と

いうのはちょっと見守っていきたいなと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    課長さんは、今日本の米は１００％足ってるんだと。その

前提に立ってるのが小麦とかそういうもんだということでございますけど、その小麦日

本で作ってますか。作ってないでしょう。今、先ほど課長も言われたように、ウクライ

ナとロシアの戦争で物が入ってこなくなる、減ってきてるわけですよね。さらに円安の

ことで値段が高くなってくる。もう一つはアメリカと中国が輸入国になってきてると。

そういうことで、国際的な穀物の供給っていうんですか、そういうものが日本としては

非常に厳しい状況になってきてるということを見とかなあかんのではないですか。 

  さらに、今、時給１０円なんてとんでもない話ですよね。だから今、紀美野町の農家

の方々と話しても、今使ってるコンバインなりトラクターなりが壊れたらもうやめるん

やと、そういうふうなことを言われてる方が結構多いんですけれども、紀美野町ってい

う、課長言われるように、穀物の生産の少ない町でもそんなんですけれども、大変な状

況になっています。恐らくそれが日本の縮図であって、よそでもそのような状況にある

と。ですから、今この段階で方向を変えなきゃかならんと。こういうふうに要望しても

らいたいと思うんですが。 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

○産業課長（吉見將人）    先ほどお話させていただいた小麦については輸入が多い、

大豆も多いということは現実でございます。ということで、国は米からそちらのほうへ

転換する、それから米は今度米粉の再利用をするという方向で米の消費を増やすこと、

それから、米から小麦、大豆への転換を進めるということで、国のほう自体が輸入より

国内で作れるものは国内で作るという方向を示されてございます。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    パイは同じなんですよ。だから、米から小麦に変えた、大

豆に変えたと。それでもその量は変わらんのですよ。しかも外国から入ってきてるから

いけてるんが、その外国から入ってこんようなったら当然食料難になるのはもう目に見
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えてるでしょう。 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

○産業課長（吉見將人）    基本的にちょっと国レベルの話でございます。実際に米

というのは、生産調整をされてることは多分御存じかと思います。米自体が過剰という

か多いので、その分について消費の多い小麦のほうへ回すということ。それから、大豆

のほうへ回すという形になっております。米のパイは減少させて、利用の多い小麦に回

すとか、そういった総合的な考えたことを国は考えておられるんだと思います。 

  ただ、それで先ほど言われました荒廃農地とかそういった問題があります。農業って

いうのは、これからまだまだ農家、農業の方の人数が減っていくと言われておりまして、

町の施策の中でも、やはり農家の確保というのは非常に重要な問題となってございます。

そういったことから、農業経営に係る支援事業であったり、担い手育成事業であったり

そういったことで農家の確保っていうのは進めておるところではございます。ただ、な

かなか農家になり得る担い手というのが非常に少ないというのが今の現状でございます

ので、ここらに関しましては、今後も町はその担い手確保のために努めてまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    担い手を増やしていくというのは大いに結構ですし、やっ

てもらいたいと思いますけど、１時間１０円で働く仕事につけっていって、はい、やり

ますっていう人はどんだけありますか。 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

○産業課長（吉見將人）    １時間数十円とか、幾らかかってるかっていうのはちょ

っと私は確認はできておりません。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    勉強家の吉見課長がそう言われるとちょっとつらいんです

が、何にしてもそうなってるんですよ。 

  町長にお聞きしますけれども、これからの紀美野町の町民の方々を飢えさせてはなら

んというのは、私たち一番まず考えなきゃならんのではないですか。国のほうも、今軍

需産業のほうにかなり力入れてますけれども、そういうことよりも食べることのほうに

政策を、かじを切っていくと。そういうために町としても要望していくことが必要では
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ないかというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    先ほどから議員と産業課長のやり取りも聞かせていただいて

おりまして、国レベルの大きな話っていうのは、もちろんそれは大事でありますが、当

町として何に一生懸命力を入れていくかっていうことの中で、今申したように耕作放棄

地がどんどん増えていきつつある中で、それを何とか守っていくということの大切さで

あります。若くて紀美野で農業をしたいという方もいらっしゃいますし、この前の農林

商工まつりでも本当に若い農家の方々が立派な作品も出していただいてるってこともあ

りました。そういった方々をしっかり応援していって、紀美野の農業を守っていくとい

うことが大変大事であるということと、お米であるとか野菜であるとかっていうことも

ありますが、この前の柿の市のときにもありましたが、柿をたくさん作ってたんですが、

もうよう作らなくなった、それを若い人が受け継いでやっていくというようなこともあ

ります。ですから、この紀美野の基幹産業である第一次産業の特に農業をどんだけ守っ

ていくかっていうのは、これは我々の一番大きな頑張らんとあかんところだと思ってお

りますので、その点について皆さんからいろんな御意見とかをいただけたら大変うれし

いなと。我々は移住に力を入れるというのは、紀美野へ来て農業をしたい、そして農業

を守っていただける。そしてまたその方々が紀美野の町民となっていただいてっていう

ことを強く強く念頭に入れていろんなことを進めておりますので、どうぞお力を貸して

いただきたいなと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    私はそれを決してやめよとか、そんなことを申してません。

大いにやっていただきたいと思うんです。でもそれについては限界があると、紀美野町

というのは、耕作面積っていうのは非常に少ない。７割が山ですからね。そういうふう

な状況の中で水田を守る、また働く人をどのように増やしてもらうかと、そういうこと

は大いにやってもらわなきゃならんと思いますけれども、基本的なところの施策、国が

しっかりせんかったら、今２９％って課長さん言いましたかね。県と紀美野町の自給率

が。国でも、現在３８％というんですよね。圧倒的な水田等を持っている町外、県外の

方々にどんだけやってもらうんかと、そのために、今１時間１０円で働くような農家っ

ていうふうなのでは、これはやってもらえないんじゃないですか。その点考えて、日本



－７６－ 

の施策を変えていくということについて、国に向けて要望していくことが今一番、翻っ

て町民の生命を守るっていうんですか、そこにつながっていくのではないですか。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    議員言われることももちろん大切であろうと思います。国全

体としていうことは大切だろうと思います。しかし私たちは、私たちの足元をもっとも

っとしっかりと頑張っていかんとあかんというような思いを強くしておりまして、それ

を進めていくためにどうするんかっていうことを一生懸命考えていきたいと思います。 

  紀美野の施策の大きな柱の一つであります移住定住施策においても、ですから紀美野

で農業をしたいという人、またいろんな紀美野の自然で子育てをしたい、いろんな人が

いらっしゃいますけども、その中でも特に紀美野の農業を続けていきたいという辺りの

人を我々としてはもっともっと来ていただくということでもって紀美野の農業を守って

いくという、それは私たちの足元であるというふうに強く思っております。 

  議員が言われるように国に働きかけていくっていうのは、決してこれは私は否定して

いるわけではありません。しかしながら、私たちが一生懸命な頑張らんとあかんのは、

国任せにするんじゃなくて、紀美野の、我々の足元の農業をいかにして守っていくかっ

ていうことだと思っておりますので、これについて皆さんにもいろいろお力を貸してい

ただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    何度も申しているんですけれども、紀美野町の中で農家を

増やしたり、あるいはできるだけ遊休農地を活用していくということについては大いに

やってもらいたいと。それはもう否定するもんでも何でもないと、それだけでは足らん

のですよ。今、一生懸命やっても２８から２９％の自給率しか現在うちの町ではないと。

それを１００％やっていく。しかもさらに問題なのは、外国から入ってきてる小麦とか

大豆とか、そんなものが入ってこなくなる可能性が高くなってきている状況の中で、こ

れはほかの圧倒的な農地を持っている他県の農家を働いてもらう、そこの遊休農地を、

広いところをどんなやってもらうかというふうに考えたら、国の施策を変えていくより

ないんじゃないですか。そういう要望をしていかずに紀美野町の町民の命を守れないと、

そういうことになるんじゃないですか。 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

○産業課長（吉見將人）    美濃議員の御質問にお答えさせていただきます。 
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  実際国のほうは、そこのほうは危機ということでございましたので、令和４年１２月

に食料安全保障強化政策大綱が策定され、その中での１番メインと申しますのは、農産

物や生産資材の過度な輸入依存から脱却することを目的として、農林水産省が様々な事

業を展開している状況でございます。そういったことから、まず国の施策がどういうふ

うな進むのかとか、そこをまず見極めていくということがまず大切かなと思ってござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    それはね、国のやり方っていうのは、もう今までも自給率

４５％を目指しますってもうずっとずっと言ってきてるんですよ。ところが一個もそれ

が変わらない。そこのところの問題があるんですよね。ですから、課長言われるように、

そういうふうなことを言ってもですね、今のですね、さっきから言っているように、時

間１０円で働けなんて、そんなふうな施策ではこれはあかんのじゃないですか。フラン

スでも新たな法律ができて、農家に働きやすいような、そういう方向になってきていま

す。もう他の国々はいろんな形で農家を応援する、そういう施策を取ったりしてきてい

ます。そういうふうにしなければ、今の日本の農業というのが、農家が増えてこそ生産

量も増えていくんですね。そういう点で、国の施策を変えるための声を上げていくとい

うことについてもう一度聞きたいと思います。 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

○産業課長（吉見將人）    ちょっと先に答えさせていただきます。 

  国がそういった施策を展開しておりますが、ただ時間当たり１０円っていうのはちょ

っと私分からないところでございます。そういった国が輸入から頼っている部分から自

国生産ということの方向の中で様々な事業、それぞれ米、麦、大豆にとって、それぞれ

でこういった事業を行いますということが、もう多分御覧になっているかと思います。

国のほうで発表されている部分でございますが、そういった中で新しい品種改良であっ

たり、直接支払交付金の制度であったり、そういった事業が多く示されておりますので、

その辺はまずどういうふうに動いていくかっていうのを見ていくべきであるかと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 
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○町長（小川裕康）    議員言われている国への働きかけがということについて、こ

れはしっかりと考えたいなというふうに思います。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（美野勝男）    以上で、美濃良和議員の質問を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午後 ３時２４分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時４０分） 

○議長（美野勝男）    続いて、５番、上柏睆亮議員。 

（５番 上柏睆亮 登壇） 

○５番（上柏睆亮）    それでは私から２問質問させていただきます。 

  まず１点目は、鳥獣害対策についてであります。 

  最近の鹿、カモシカの繁殖は異常で、特に鹿の増加がひどく、生態系が崩れる状態に

なりつつあり、町の主要産業である柿、ミカン、サンショウの新芽を食い荒らし、水稲

に至っては、最も成長期にメッシュ柵を飛び越えて入り、新葉を食い荒らし、一夜にし

て駄目にしてしまい、農家の方たちが困り果てています。 

  もっとも、この現象は紀美野町だけではなく全国的で、環境省、農林水産省も、平成

２３年度に比べて半減させるとした目標を５年延長して捕獲を強化するとのことです。 

  私たち猟友会も少しでも減らそうと努力していますが、罠にもかかりにくくおりにも

入りにくい。その上、銃所持者の高齢化と会員の減少でなかなか思うように行っていな

いのが現状でございます。 

  そこで、他府県でドローンを使った追い払い猟で大変効果を上げていると聞いており

ます。紀美野町でも一度ドローンを使った追い払い猟を実践してみてはどうかお伺いい

たします。 

  また、ドローンを使って災害時の交通遮断時の現場確認や行方不明者の捜索にも協力

できるのではないかと思いますが、町の見解をお聞きしたい。 
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  ２点目は、町道の維持管理についてであります。 

  美里町も高齢化が進み、高齢化率５０％近くになる中、町道の雑草の茂み、樹木の垂

れ下がり、側溝の詰まり等が各所に見受けられます。自分たちが利用する町道の維持管

理は自分たちで行うということは十分理解しているところではありますが、高齢化と人

口減少で不可能な集落が増加しつつある中で、これらの道路維持管理を町の作業員４名

体制で対応していただいているところです。しかしながら、先般の６月の豪雨で、いま

だ手つかず路線が多々あります。 

  そこで、この体制をさらに充実し、住民の要望に対応していただけないものか、町の

考えをお聞きしたいと思います。 

  以上でございます。 

（５番 上柏睆亮 降壇） 

○議長（美野勝男）    それでは、上柏睆亮議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

  吉見産業課長。 

（産業課長 吉見將人 登壇） 

○産業課長（吉見將人）    それでは、上柏議員の一つ目の前段の鳥獣害対策につい

ての御質問にお答えさせていただきます。 

  紀美野町の鹿の被害範囲は拡大してございまして、猟友会の皆さんの御努力により年

間３００頭を駆除していただいてございます。しかし、鹿の自然界における増殖率は１.

３倍と高いことや、近隣市町から餌を求めて移動してくることから、生息数は減少して

いないものと思われます。当町では、そのため農地を守るため、メッシュ柵や電気柵の

導入、捕獲おりの購入に対して補助金を交付してございます。 

  また、令和４年度より補助額を拡充するなど支援に努めてまいりました。 

  しかし、根本的には鹿の生息数を減らす必要があります。そのためには捕獲数を増や

さなければなりませんが、議員がおっしゃいますように狩猟者の高齢化が進んでござい

ます。そのため、狩猟免許取得者を増やす必要があり、わなの免許取得者を増やす施策

として今年度より成獣の鹿の捕獲に対する補助金を７,０００円から１万円にしてござ

います。 

  また、近年、全国的に狩猟者が減少しているため、獣害対策でのＩＣＴの活用が進め

られ、全国ではドローンを活用した獣害対策や狩猟が行われているようでございます。
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例えば、石川県では熊が出没した際、ドローンによる周辺調査を行い、爆竹で山に追い

返すなど効果があったようでございます。また、猟犬の代わりにドローンから犬の鳴き

声を発し、イノシシや鹿を追い込み、駆除した事例も出てございます。 

  さて、紀美野町には、ドローン関連で新規創業をされた方がございます。今後、どの

ように獣害駆除に活用できるか、先進地の事例を参考に、獣害駆除や熊の調査や追い込

みなどに活用できるよう研究してまいりたいと考えてございますので、御理解ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 

  以上、簡単ではございますが、鳥獣害対策についての御質問の答弁とさせていただき

ます。 

（産業課長 吉見將人 降壇） 

○議長（美野勝男）    家本消防長。 

（消防長 家本 宏 登壇） 

○消防長（家本 宏）    それでは、上柏議員の一つ目の御質問の後段の部分、ドロ

ーンを使って行方不明者の捜索にも協力できるのではないかということに関して御答弁

申し上げます。 

  消防本部ではドローン１基を有しておりまして、町が開催するドローン操作講習会受

講者５名の職員を中心に操作訓練を実施し、操作可能な職員の育成に努めているところ

でございます。 

  現在のところ、訓練以外では主に火災調査時に火災現場を上空から撮影し、延焼状況

や延焼経路を確認するために活用していますが、議員御指摘のとおり行方不明者の捜索

時等においても有効活用できる場面があると心得ておりまして、国土交通省が定めるド

ローンの飛行ルールを遵守し、安全を重視しながら対応していきたいと考えているとこ

ろでございますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏 降壇） 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

（建設課長 米田和弘 登壇） 

○建設課長（米田和弘）    私からは、上柏議員御質問の２番目の町道等の維持管理

についてお答えさせていただきます。 

  議員御質問の町道の維持管理につきましては、地域住民の皆様方の御協力、また区長
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様を通じて地区要望をいただき、順次対応させていただいております。 

  しかし、今年６月の豪雨災害による影響もいまだに残っており、今後さらに地域の高

齢化の加速や人口減少に伴い、地域集落の維持管理能力が低下し、様々な共同生活機能

が維持できなくなっていくことが考えられます。 

  現在、町道等の維持管理においては、職員や外部委託のほか、令和２年度より会計年

度職員の土木作業員の増員をし、現在４名体制で道路の維持管理を行っております。 

  今後は地域の高齢化等の状況や社会情勢の変化も見据えながら、限られた財政状況の

中で、職員や土木作業員のさらなる体制強化、また外部委託方法と道路の維持管理体制

を随時検証し、引き続き安全に通行できるよう、適切な道路の維持管理を強化し、進め

てまいりたいと考えております。 

  しかしながら、維持管理の範囲は広く、安全で快適な道路管理を行うためには、可能

な範囲で地域住民の皆さんの御理解、御協力を賜ることが必要であると考えてございま

すので御協力をよろしくお願い申し上げます。 

  以上、町道等の維持管理についての答弁とさせていただきます。 

（建設課長 米田和弘 降壇） 

○議長（美野勝男）    以上で、１回目の答弁が終わりました。 

  これより自席で起立して質問、答弁をしてください。 

  ５番、上柏睆亮議員。 

○５番（上柏睆亮）    まず１点目の鳥獣害対策についてでございますが、大変前向

きな御答弁をいただきましてありがとうございます。いつも鳥獣害対策には前向きに取

り組んでいただいてありがとうございました。 

  先ほど課長さんから年間３００頭という捕獲をしているということでございますけれ

ども、イノシシの多いときでは年間１,０００頭余り、１,２００頭ぐらい捕獲していた

と記憶してございますが、現在は豚熱等でイノシシが激減し、その代わりに鹿が異常繁

殖して生態系が崩れてくる状態の中にあって、年間３００頭しか捕獲できないというこ

とは、いかにおり、わなにかかりにくいかということだと思います。このままだと将来

農産物は何も作れないときが来るのではないかと心配しております。 

  私の提案させてもらっているドローンの追い払い猟にも決して根本的な解決策にはな

らないと思いますが、農家の方々の少しでも被害を減らすためにも、行政と猟友会と一

体になって取り組んでいかなければならないと思いますが、その辺産業課長の御意見を
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ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（美野勝男）    吉見産業課長。 

○産業課長（吉見將人）    それでは、上柏議員の再質問にお答えさせていただきま

す。 

  実際にドローンを使用することで、提案いただいた部分で、今後熊が出ても町はなか

なか山の中に入って熊を追わえるということは非常に難しいことがございます。また猿

も同じく。そういったことから、今後そういったドローンを活用して熊を追う、どこに

いてるかを確認する、それから町なかに現れた猿をドローンで追わえるとか、そういっ

た活用ができるという事例がございまして、そういったことについて、まずこういった

活用をさせていただければなと思います。 

  そういった中で当然猟友会のお力が最も必要になってくることでございまして、動物

の行き先であったり、それからどの辺に巣があるとか、そういったことも猟友会と力を

合わせながら、またこのＩＣＴ活用、ドローンであったり、ＩＣＴのわなであったり、

そういったことを活用できるように今後研究してまいりたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    ５番、上柏睆亮議員。 

○５番（上柏睆亮）    大変ありがとうございます。有害駆除対策としてドローンを

使うということで、一応サーマルカメラというカメラがございまして、それによるドロ

ーンによる有害鳥獣の位置や個体数の掌握ということで、またスピーカーをつけてドロ

ーンによる有害駆除の追い込みとか、民家の近い銃が使えないところでも活用でき、猿

などにも効果があると聞いておりますので、これから猟友会も一生懸命協力をさせても

らって、少しでも被害の少ないように努めていただきたいと思いますので、この点はよ

ろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、消防長の御答弁でございますが、一応避難時の誘導とか、そういうこと

も、うちには２台のドローンを購入しておると聞いておりますが、それでスピーカーで

案内して避難誘導とか、行方不明者のカメラの温度感知とか、スピーカーで呼びかけ、

カメラにて状況確認と、そういうことも全国各地で行われているようですので、その辺

ドローンを有効に使っていってはどうかと思うんですが、その辺の御意見をお伺いした

いと思います。 
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○議長（美野勝男）    家本消防長。 

○消防長（家本 宏）    上柏議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  ドローンの活用の幅というのはかなりあると思うんですが、何分にも活用するに際し

ていろんな要件がございますので、全ての事案に対してというわけにはいかないと思う

んですが、有効活用できる場面においては、できる限り有効に活用したいと、これは今

までも同様の考えでおりますので、今後もそういった形で対応していきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ５番、上柏睆亮議員。 

○５番（上柏睆亮）    今後ますますドローンという活用の道が開けてくると思いま

すので、なお一層有効に使っていただきたいと思います。 

  これで一つの獣害対策とドローンについての質問は終わらせていただきます。 

  次に、町道の維持管理についてでございますが、先ほどの建設課長のお言葉のとおり

大変高齢化が進み、雑草とかが増えてきている状態でございますが、今４名の作業員で

対応していただいているところでございます。なかなか忙しいというか大変で、なかな

かお願いしてもなかなか来てもらえんというときが多々あると思うんです。 

  建設課長にちょっとお伺いしたいので、今、６月２日の豪雨災害で大変各道路が陥没

とか通行止めの箇所が多くなっております。それ一応、建設課長は全部確認して、掌握

していただけとるのか、その点ちょっとお伺いします。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    それでは、上柏議員の御質問にお答えいたしたいと思い

ます。 

  全部把握しておるのかっていうところの御質問であったかと思います。いかんせん町

道だけでも４１９キロという距離がございます。おおむね、主だった大きな部分ついて

は把握しているつもりではございますけれども、小さい陥没については日々動いている

部分でもありますので、そこにつきましては、確認でき次第、対応を順次させていただ

いている状況でございます。御理解賜りたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ５番、上柏睆亮議員。 

○５番（上柏睆亮）    先だって、私、ある用で林道各行かせていただいたんですけ
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ども、行くとこ上下に全部通行止めの看板も何もかかってないということで、私は軽ト

ラやったんで、まずそこまで行って、そしたら大変、谷で大きな土砂が来て、１キロほ

ど後ろにバックして後退、そこでＵターンして帰ったという経験もあるんですけども、

これやっぱり入り口とか、出口に通行止めの看板をしていただかんことには、よそから

来てもし入って、何か事故が起こった場合とか、大きなワゴン車なんかやったら瑕疵責

任問われる可能性があると思うんですけど、通行止め看板や何かあったら作業員でもお

願いしたらできると、それだけ建設課が忙しいということ、私は建設課を責めるつもり

も何にもないんですけども、そういう寝る間も休日も返上して働いていただいてるのよ

う分かってるので、その辺をちょっとお聞きしたいと思うんですが、その辺課長どう思

いますか。滝ノ川線だけじゃなしに多々あるわけです。その辺を課長、ちょっと答弁お

願いします。 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

○建設課長（米田和弘）    お答えいたします。 

  林道であったり町道であったり、６月の災害では非常にたくさんの被害がございまし

た。それで、まず町道、生活道に関して復旧作業を優先させて進めてきたところでござ

います。ただ、林道につきましてはなかなかうちのほうへ情報が来なかったっていう部

分もあったり、なかなか現地確認のほうを実際現地のほうでできなかったっていう部分

もあったりで、ちょっと後に回っておる部分につきましては、申し訳なく思ってござい

ます。その部分については通行止め等道路管理の基本、道路規制等々はしっかりと我々

確認した上で進めていきたいと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ５番、上柏睆亮議員。 

○５番（上柏睆亮）    それで課長が職務怠慢というつもりは一つもございません。

看板ぐらいだったら作業員を採用していただいて、そこにやりに行けよとか、そういう

指示は課長ができると思うんで、これは採用ということは、何ぼ課長が採用するという

てもなかなか町長がね、頭振らんと困るんで、もう町長の意見をお伺いして終わりにし

たいと思います。 

○議長（美野勝男）    小川町長。 

○町長（小川裕康）    ありがとうございます。作業員が２名増員して４名いらっし

ゃるということで、彼らの力大変大きなものが、毎日毎日道路を回ってくれて、状況も
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確認して、あるいは重機も使えるということもあって、できることはしっかりと対応し

ていただいて、できないところは建設業者に委託するっていうのは今の現状であります。

今回６月２日の大きな被害が受けている中で、先ほど課長が申したように、林道である

とか山の中の道であるとか、なかなかそこまで手が回ってないところがあると。これは

事実でありますので、彼らに頑張っていただいて、その状況把握であるとか対応をお願

いしたいと思いますし、今後についても、やはり状況がよくなっていくことはきっとな

いと思います。もっともっと町内の町道、生活道路の維持管理が難しくなってくるのは、

それは先ほどから言われているように、やはり高齢化であるとか人が少なくなってくる

中で、その維持管理は今以上に難しくなっていくと考えておりますので、今後はさらに

それを充実してまいりたいと、このように思っておりますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男）    ５番、上柏睆亮議員。 

○５番（上柏睆亮）    大変町長から前向きな回答いただいたんで、できるだけ早く

作業員のほう充実していただいて、建設課を助けていただいくようにお願いしたいと思

います。 

  これで質問を終わります。 

○議長（美野勝男）    以上で、上柏睆亮議員の質問を終了いたします。 

  続いて、１番、德田拓嗣議員。 

（１番 德田拓嗣 登壇） 

○１番（德田拓嗣）    私からは２点質問させていただきます。１点目は、小・中学

生のタブレットで悩み相談のシステムを早急にと、２点目は、学校に通えないこどもた

ちの居場所づくりについて、その２点を質問させていただきます。 

  まず、１点目。９月の一般質問でも中学生の生徒を取り上げましたが、小学校の児童

も加えて小・中学生を対象にしていただきたいと思います。なぜならコロナ禍以降、小

学生の児童も悩みを抱えている子たちが非常に多いのが現実だからです。 

  繰り返しますが、このシステムでは、まずこどもがタブレットで簡単タッチで、どの

ような悩みを誰に相談したいを選ぶ画面が出てきて、送信された内容に応じて町の教育

課の担当者が各学校やスクールソーシャルワーカーなどと連携し、解決をサポートして

いくシステムです。悩みを受けた教育委員会の教育職員の方が内容に応じて学校や先生
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や社会福祉などに連携して早期に解決していくシステムです。このシステムについて町

の意見をお聞きいたします。 

  続きまして、２点目の質問です。学校に通えないこどもたちの居場所づくりについて。 

  現在、小学生の中には学校に通えない方々がおられます。その大半の生徒は家にいる

ことが現実です。少しでも表に出て親以外の人とコミュニケーションを取ったり、運動

したりする場所として、たのしみ隊がここ最近発足しました。この発足に当たり、平日

の昼間に活動をすることを認めてくださった教育長さんはじめ各担当の皆様にたのしみ

隊のお母さん方から大変感謝していますとの言葉も預かっております。本当にすばらし

い組織だと思います。このことについてお聞きします。このたのしみ隊を御存じでしょ

うか。 

  以上２点、よろしくお願いします。 

（１番 德田拓嗣 降壇） 

○議長（美野勝男）    それでは、德田拓嗣議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す 

  曲里教育次長。 

（教育次長 曲里充司 登壇） 

○教育次長（曲里充司）    德田議員の１問目の小・中学生のタブレットで悩み相談

のシステムを早急にについてお答えさせていただきます。 

  学校では、児童生徒の不安や悩みに対処するために、担任や養護教諭を中心として相

談を受け付けています。さらに、身近な人には話しにくい場合には、県から派遣された

スクールカウンセラーや不登校支援員、町が配置した学校教育支援員がその役割を果た

しています。また、年に３回、児童生徒の生活習慣やいじめに関するアンケートを実施

し、直接言いにくい事柄や見聞きしたことを担任に報告できる取組も行っております。 

  学校以外でも、県教育委員会が提供するＬＩＮＥ相談や法務局のＳＯＳミニレター、

和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの電話相談やＬＩＮＥ相談など、様々な窓

口が存在します。これらの情報は、学校を通じて児童生徒、保護者に広報されています。 

  德田議員御提言のとおり、悩みの相談はもちろん中学生に限ったことではないと認識

しており、タブレットを利用した相談のシステムについては、小学生も利用できるよう

進めてまいります。 

  以上、小・中学生のタブレットで悩みの相談を早急にについての答弁とさせていただ
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きます。 

  続きまして、２問目の学校に通えないこどもたちの居場所づくりについてお答えさせ

ていただきます。 

  町内の小・中学校において、年間３０日以上欠席している、いわゆる不登校の児童生

徒数は増加し、憂慮すべき状況であると考えております。 

  現在、学校では担任による家庭訪問やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーによる相談、さらに学校教育支援員の配置など、本人及び保護者への支援を行っ

ているところです。 

  また、保健福祉課と連携し、関係者でケース会議を行い、支援策を検討し、医療機関

や福祉相談機関につなぐなど、個々の児童生徒の実態や家庭の状況に合わせた支援も行

っております。 

  学校に通えない児童生徒の多くは家で過ごすことが多く、まずは家から出ることが大

事であると考えています。現在、保護者や退職教員が中央公民館において不登校の児童

生徒のためのサークル活動に取り組んでくれております。それまで家から出なかった児

童生徒がこの活動に参加できるようになり、魚釣りなど、その活動の幅も広がってきて

いると聞いております。 

  また、本年１０月に開催された子どもまつりや児童館イベントにもボランティアとし

て参加することができた生徒もいました。 

  一方で、家の中でゲームに熱中して昼夜が逆転し、なかなか外に出られない児童生徒

もいます。 

  不登校のこどもの特性や状況はそれぞれ異なることから、関係者が個々に応じた支援

をすることに加え、自己肯定感や達成感を味わう中で、人間との関係の構築や社会への

関心を広げていくための多様な活動の場、安心できる居場所が必要であると考えており

ます。そのため、現在取り組まれている活動をさらに充実させるための支援体制につい

て検討していきたいと考えております。 

  今後とも、不登校の児童生徒の孤立化を防ぎ、将来の自立に向けて支援を充実してま

いります。 

  以上、学校に通えないこどもたちの居場所づくりについての答弁とさせていただきま

す。 

（教育次長 曲里充司 降壇） 
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○議長（美野勝男）    以上で、１回目の答弁が終わりました。 

  これより自席で起立して質問、答弁をしてください。 

  １番、德田拓嗣議員。 

○１番（德田拓嗣）    小・中学生のタブレットで悩み相談のシステムを早急にとい

うことで、今次長がおっしゃられたタブレットのシステムを実行してくれるっていうこ

とですかね。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    さきの議会でも議員から提案がありまして、先進市の状

況も確認しました。長野県の佐久市であったり東京の世田谷区であったり、それぞれよ

く似たこどものためのＳＯＳ相談というのを運営されているようでございます。私ども、

なかなか同じものを運営するかどうかというのは現在のところまだ結論には至っており

ませんが、同じような形での相談の受入れ体制ができないかということで、現在検討は

させていただいているところでございます。 

○議長（美野勝男）    １番、德田拓嗣議員。 

○１番（德田拓嗣）    私もですけども、先日、長野県の佐久市っていうとこへ、今

年６月からタブレットでやり始めた市なんですけども、やっぱりデータ的に今まで６月

から１１月末までに小学生の悩み相談が２６件、それで中学生が１７件あったと聞いて

おります。それでやっぱり小学生の子たちは、やっぱり高学年が多いみたいで、低学年

は、１、２、３年生に関してはあんまりないみたいなんですよ。次長おっしゃられたみ

たいに、本当に現在のシステムでも学校の先生、職員さんらが頑張って対応してくれて

おられるのが分かりますが、やはりこれからは対応のスピード感が最も必要ではないか

と思われます。現在の二つの中学校と三つの小学校で約４００人ぐらいおられます。ぜ

ひともこのシステムをできるように、私自身も頑張りますので今後ともまたよろしくお

願いします。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    先進市のいろんな課題であるとか、現状のほうもこちら

のほうとしても情報は把握しているつもりでございます。ですが小学校１年生から中学

校３年生までという結構幅を持たせるシステムの利用になりますので、小学校低学年で

あればできるだけ分かりやすいような表現の、読みやすいような文字の使い方であった

りとか、細かなとこまで工夫が必要にはなってくるかと思います。ですが、できるだけ
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先進市の事例を参考に、紀美野町のできるものっていうのを構築できるように進めてま

いりたいと考えております。 

○議長（美野勝男）    １番、德田拓嗣議員。 

○１番（德田拓嗣）    学校に通えないこどもたちの居場所づくりについて再質問で

すけれども、たのしみ隊は、現在、月曜日の午前中と木曜日の午前中、中央公民館で運

動したり遊んだりしております。私も少しの時間でありますが時々参加させていただい

ております。今まで外に出られなかったこどもたちも少しずつ元気になっていく、その

姿を見ているとすばらしい組織だと実感しております。たのしみ隊に参加しているある

男の子は、平日に学校に行っていないのは僕だけじゃなかったんやと安心して、このた

のしみ隊のおかげで外に出られるようになったとうれしい声を聞かせてくれました。 

  コロナ禍以降、学校に行けない、行きたくないこどもたちが多い中、町や国の支援が

これから先必要ではないのでしょうか。このことについて町の意見をお尋ねいたします。 

○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

○教育次長（曲里充司）    德田議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

  このような形で議会のほうで取り上げていただきまして皆様方にお知らせする機会が

取れたということは非常にありがたく思っております。教育委員会としても、今活動さ

れている方の今後の充実の支援について、現在検討はしているところでございますので、

今後具体的な検討策というのをもうちょっと洗い出しながら進めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男）    １番、德田拓嗣議員。 

○１番（德田拓嗣）    それからですけども、たのしみ隊の親御さんも元気になって

きたとお聞きしております。同じ悩みを抱える方たちが会えることで、今まで誰にも話

せなかったことも話せるし、聞いてくれるしという意見が多かったです。たのしみ隊で

は、親同士が何でも話し合える場所として、クローバーの会を立ち上げておられます。

このクローバーの会を御存じでしょうか。 

○議長（美野勝男）    東中教育長。 

○教育長（東中啓吉）    こどもたちだけでなく親も元気になっているということで

本当にうれしいことだと思います。お母さん方で立ち上げてる会も、あるいは保健福祉
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課もそういった形でいろんなことをしていただいてます。そういったいろんな活動が多

様な人に支えられて動き出しております。私たちもできるだけそういった方々を支えて

いきたいというふうに思ってますので、できることはどんなことかっていうことを今検

討しているところでございます。 

○議長（美野勝男）    １番、德田拓嗣議員。 

○１番（德田拓嗣）    クローバーの会ですけども、毎月１回、日曜日の午前中に中

央公民館で開催されています。また、たのしみ隊日曜日編として、お父さんも含めて集

まって遊べるよう、毎月１回中央公民館で行っております。今月は２４日、日曜日、ク

ローバーの会と日曜編を両方するそうです。このチラシも毎月たのしみ隊のこどもたち

が作っているそうです。中央公民館であるのでまた見てあげてください。 

  最後に、このたのしみ隊では、学校に何が何でも戻そうとしない支援を求めている親

御さんもおられます。本当にこれからもこの議場におられる皆様、たのしみ隊と学校に

行きたくないこどもたちをどうかこれからも温かい目で見守ってあげてください。 

  私からは以上です。 

○議長（美野勝男）    以上で、德田拓嗣議員の質問を終了いたします。 

  これで本日の一般質問を終わります。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  お諮りします。 

  明日６日午前９時から会議を開きたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 

 散 会 

○議長（美野勝男）    本日は、これをもって散会します。 

（午後 ４時２４分） 


